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県の取組に対する評価



コラム

神奈川県では、平成12年4月に環境基本計画を見
直し、｢環境立県かながわ｣の実現を目指して環境
の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な
推進に努めてきました。
環境基本計画の実効性を確保するために、計画の
取組状況をチェックする｢進捗状況点検｣を行って
います。
環境基本計画の進捗状況点検は、｢県自らの庁内
点検｣、｢県民による点検｣及び｢環境審議会による
点検｣の3種類の点検を実施しています。それぞれ
の点検の内容は次のとおりです。また、平成13年3
月に神奈川県（本庁組織）ではISO14001の認証取得

を行い、平成15年3月に全ての県機関（警察を除く）
が認証取得しました。
そうしたことから、13年度より環境基本計画の進
捗状況点検においてもISO14001のしくみを活用して、
県自らの庁内点検においてISO14001に関する研修を
受けた専門の職員（内部監査員）による監査を実施する
とともに、ISOの外部審査機関による外部審査を実施
して、より踏み込んだ点検を行いました。
ここでは、平成16年度の環境基本計画の進捗状

況と環境審議会による点検の結果及び、県民の皆様
からいただいたご意見についてご紹介いたします。

① 県自らによる庁内点検 県の施策事業を実施する部局において「進捗状況点検調書」を作成し、これをもとに庁内の
内部監査員による監査結果とISOの外部審査機関による外部審査結果を踏まえて、庁内横
断的な組織である「環境基本計画推進会議」において点検結果のとりまとめを行います。

②県民による点検 進捗状況点検調書や庁内点検結果について県民のみなさんに公表し、進捗状況についてご
意見をいただきます。

③ 環境審議会による点検 神奈川県環境審議会が庁内点検結果に基づき、県民意見を踏まえながら総合的な視点
から点検を行います。

平成12年4月に見直しをした環境基本計画では、「環境保全型社会かながわ」をめざして取り組む事業を「施策体系」
として体系的に示しており、全部で735の事業（構成事業）を位置付けています。
この「施策体系」の中で、目標を定めて推進すべきものを44項目の「目標設定項目」に整理するとともに、短期間に具

体的な成果をあげる必要のあるもの、あるいは長期的であっても着実に取り組んでいかなければならないものを18の
「重点的課題・プロジェクト」として設定しています。

目標設定項目と重点的課題プロジェクト

平成16年度の取組状況に対する評価と県の対応

●第3部 県の取組に対する評価●
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�平成１６年度の環境基本計画の進捗状況
（１）目標設定項目

目 標 進 捗 状 況

１ 二酸化窒素環境基準の達成
二酸化窒素の環境基準達成局率を、①１９９８年度（平成１０年
度）の４９．４％から２１世紀の初頭（２００５年度（平成１７年度）～
２０１０年度（平成２２年度））のできるだけ早い時期に１００％とし
ます。②ただし、横浜、川崎、横須賀市域以外は２００５年度（平
成１７年度）までに達成するとともに、③地域公害防止計画の
対象地域以外の地域については、２０１０年度（平成２２年度）ま
でに県の環境目標値を達成・維持します。

２ 光化学スモッグ注意報発令日数の削減
光化学スモッグ注意報発令日数を、１９９５年度（平成７年度）
～１９９９年度（平成１１年度）までの直近５年間平均７．６日から、
２００２年度（平成１４年度）～２００６年度（平成１８年度）までの５
年間平均で６日以下とします。

３ 浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準達成
浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準達成局率を、１９９８年
度（平成１０年度）の２６．８％から、２０１０年度（平成２２年度）ま
でに１００％とするように努めます。

４ 低公害車の普及促進
低公害車（七都県市指定低公害車を含む）の台数を、２００６
年度（平成１８年度）に県内保有台数の２０％（概ね７０万台）に
します。

５ 道路交通騒音の要請限度達成
４車線以上の主要幹線道路の夜間騒音の要請限度達成率を

２００６年（平成１８年）に住居が最も密集する地域について概ね
１００％とします。

○二酸化窒素の環境基準達成局率 （単位：％）
１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

全 県 ４９ ７６ ８３ ７５ ８２ ９１ ９５
横浜・川崎・
横須賀以外 ７７ ９７ ９４ ９１ ９５ ９５ ９７

○地域公害防止計画対策地域以外の地域に
おける県環境目標値の達成局率 （単位：％）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２２ ４４ ４４ ２２ ３３ ４４ ５６

＜参考＞
○二酸化窒素濃度の年平均値 （単位：ppm）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
０．０３４ ０．０３０ ０．０３１ ０．０３１ ０．０３０ ０．０２９ ０．０２７

○地域公害防止計画対象地域以外の地域における二酸化窒素
濃度の年平均値 （単位：ppm）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
０．０２４ ０．０２４ ０．０２２ ０．０２３ ０．０２３ ０．０２２ ０．０１９

○光化学スモッグ注意報発令日数（５年間平均）（単位：日）
７‐１１年度 ８‐１２年度 ９‐１３年度 １０‐１４年度１１‐１５年度１２‐１６年度
７．６ ７．０ ８．２ ９．６ ８．８ １１．２

○浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準達成率 （単位：％）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２７ ８５ ６３ ４７ ４６ ６５ ９８

＜参考＞
○浮遊粒子状物質濃度の年平均値 （単位：㎎／�）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
０．０４３ ０．０３２ ０．０３９ ０．０３８ ０．０３４ ０．０３１ ０．０３０

○低公害車普及台数の推移 （単位：台）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

電気自動車 １３３ １１８ ４５ ４６ ３８ ３１
メタノール
自動車 １３ ９ ５ ６ ４ ２

天然ガス
自動車 ３９５ ５４３ ６６３ ９３０ １，２４２ １，４１６

ハイブリッド
自動車 ２，４８９ ３，３７０ ５，０２４ ６，００２ ８，８７８ １３，８８９

低公害車
台数 ４０４，５０８５７９，２６３７８１，７３３１，０２４，１３４１，２７２，３２５１，５０９，８２４

自動車
台数 ３，５８２，８０６３，６１７，２７５３，６４４，６３１３，６６５，３８６３，６７３，９４２３，６９９，３０３

低公害車
導入率（％） １１％ １６％ ２１％ ２８％ ３５％ ４１％

＜参考＞
○要請限度２つの時間帯（昼間・夜間）の超過状況（単位：地点）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

調査地点数 ７１ ７２ ７４ ７９ ８０

両方で達成
いずれかが超過
両方とも超過

４３（６１％）
２０（２８％）
８（１１％）

４１（５７％）
２５（３５％）
６（８％）

４５（６１％）
２４（３２％）
５（７％）

５７（７２％）
１８（２３％）
４（５％）

６２（７８％）
１７（２１％）
１（１％）
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目 標 進 捗 状 況

６ 公共用水域（河川、湖沼、海域）の環境基準の達成
公共用水域の環境基準達成率について、①健康項目は１９９８
年度（平成１０年度）の達成率（９７．８％）を維持し、②生活環
境項目（BOD、COD）は１９９８年度（平成１０年度）の７３．５％
から、２００６年度（平成１８年度）までに概ね１００％達成するよ
うに努めます。

７ 東京湾への COD 汚濁負荷量の削減
２００４年度（平成１６年度）に東京湾への COD 汚濁負荷量
を、１９９９年度（平成１１年度）の３０トン／日から２８トン／日に
削減します。

８ 東京湾への窒素・りん排出量の削減
２００４年度（平成１６年度）に東京湾への窒素・りんの汚濁負
荷量を、１９９９年度（平成１１年度）の窒素４２トン／日、りん３．５
トン／日から窒素４１トン／日、りん３．２トン／日に削減しま
す。

９ 相模湾への窒素・りん排出量の削減
相模湾への窒素・りんの汚濁負荷量を、１９９６年度（平成８
年度）のそれぞれ４０．０トン／日、 ４．５トン／日から、２００１
年度（平成１３年度）までにそれぞれ６％削減します。

１０ 生活排水処理率の向上
生活排水処理率を、１９９５年度（平成７年度）末８１．４％から、

２０１０年度（平成２２年度）に概ね１００％となることをめざしま
す。

○公共用水域の環境基準達成率 （単位：％）
１０年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

健 康 項 目 ９７．８ ９３．８ ９２．４ ９９．３ ９９．３ ９８．６
生活環境項目 ７３．５ ８３．７ ７９．２ ７７．１ ８４．３ ９０．２

○東京湾の COD 汚濁負荷量 （単位：トン／日）
９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度
３２．１ ３１．７ ２９．９ ２９．８ ２８．１

＜参考＞
○東京湾の COD の環境基準達成状況 （単位：上段％ 下段：水域数）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
６３．６
（７/１１）

６３．６
（７/１１）

７２．７
（８/１１）

６３．６
（７/１１）

７２．７
（８/１１）

８１．８
（９/１１）

○東京湾への窒素・りんの汚濁負荷量 （単位：トン／日）
６年度 ８年度 １１年度 １２年度 １３年度

全 窒 素 ４６．８ ４３．０ ４２．０ ４０．１ ４０．５
全 り ん ３．９ ３．５ ３．５ ３．３ ３．３

＜参考＞
○東京湾の全窒素・全りん年平均値 （単位：mg/l）

＜全窒素＞ ＜全りん＞
１１年度 １．１ ０．０８２
１２年度 １．１ ０．０８３
１３年度 ０．９９ ０．０７５
１４年度 ０．９８ ０．０７９
１５年度 １．０１ ０．０７５
１６年度 ０．８２ ０．０６７

○相模湾への窒素・りんの汚濁負荷量 （単位：トン／日）
８年度 目標値 １３年度

全 窒 素 ４０．０ ３７．６ ３６．１
全 り ん ４．５ ４．３ ４．３

＜参考＞
○相模湾における窒素・りんの年平均値

＜全窒素＞ ＜全りん＞
１０年度 ０．３４mg/L ０．０２８mg/L
１１年度 ０．３７mg/L ０．０３０mg/L
１２年度 ０．３８mg/L ０．０３０mg/L
１３年度 ０．３５mg/L ０．０３０mg/L
１４年度 ０．２８mg/L ０．０２２mg/L
１５年度 ０．３５mg/L ０．０２８mg/L
１６年度 ０．２８mg/L ０．０２３mg/L

○生活排水処理施設人口普及率 （単位：％）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

下 水 道 ９０．４ ９１．６ ９２．３ ９３．０ ９３．５ ９４．０
農業集落排水施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
合併処理浄化槽 ２．２ ２．２ １．９ １．７ １．８ １．８
計 ９２．６ ９３．８ ９４．２ ９４．７ ９５．３ ９５．８

●第3部 県の取組に対する評価●
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目 標 進 捗 状 況

１１ 水源の森林づくりの推進
水源地域の森林の整備について、２００６年（平成１８年度）ま
でに、水源地域の森林の整備を行います。
◇私有林への公的管理・支援の推進
・水源分収林、水源林整備協定及び公有化：６，４３０ha…①
・協力協約締結：２，２７０ha…②
・水源林管理道：３３km…③
・水源林の整備：４，０１１ha…④
◇多彩で活力ある森林づくりの推進…⑤
・保安林の改良：９０ha
・保安林の保育：延べ１，４００ha
・治山延べ７００箇所

１２ 地下水質の環境基準の達成
地下水質の環境基準達成率を、１９９５年度（平成７年度）の

８８．１％から、２００６年度（平成１８年度）までに概ね１００％とす
るように努めます。

１３ 地下水量の保持、湧水の保全の推進
地下水量の保持、湧水の保全に努めます。

１４ 土壌の環境基準の遵守の徹底
土壌汚染に伴う周辺環境の影響を防止します。

○水源林の確保面積（��） （単位：ha）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

水源分収林

６，４３０

７６ ５０ ５４ ４５４
水源林整備協定 ３０２ ３５６ ３４４ ２，８８６
公 有 化 ５６ ３３ ３８ ７５７
計 ４３４ ４３９ ４３６ ４，０９７

協力協約
２，２７０

１９５ ２０８ ２１９ １，８２７
寄 附 ０ １ ５ ３００
計 １９５ ２０９ ２２４ ２，１２７

合 計 ８，７００ ６２９ ６４８ ６６０ ６，２２４

○水源林管理道の延長（③） （単位：㎞）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

整備延長 ３３ ２．６ ３．２ ４．８ ２５．８

○水源林の整備面積（④） （単位：ha）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

確保森林 ４，０１１ ６２９ ４４８ ５０３ ２，９１５

○保安林の改良・保育・治山（⑤）
（単位：上・中段 ha 下段 箇所）

目標値 １４年度 １５年度 １６年度 合 計
保安林の改良 ９０ １９ ２３ ２５ １３８
保安林の保育 １，４００ １７６ １８０ １９１ １，４３５
治 山 ７００ ６０ ５４ ５０ ５７８

○地下水質の環境基準達成率（単位：上段 ％ 下段 地点数）
７年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

メッシュ
調 査

８５．７
２１６／２５２

９３．０
２７７／２９８

９２．９
３０１／３２４

８６．６
２７８／３２１

８８．１
２８１／３１９

定点調査 ８８．１
１８５／２１０

９６．２
７７／８０

９１．６
８７／９５

９４．０
９４／１００

９０．９
９０／９９

９６．０
９５／９９

※平成９年度までは測定を定点調査で実施。平成１０年度か
らは概況調査としてメッシュ調査及び定点調査で測定を
実施。地点が同一でないので推移は参考。平成１１年度か
ら硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が環境
基準項目に加えられたため、達成率が下がった。

＜参考＞
○地盤沈下指定地域内の地下水採取量 （単位：�／日）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２００，１６７ ２０６，６６３ ２０３，８９５ ２０５，４９９ ２１８，２９０ ２２３，７２９

○透水性舗装整備延長【１４年度までの目標 ３０㎞】（単位：㎞）
１３年度まで １４年度 １５年度 １６年度 累 計

３７．１ １０．７ １２．９ ８．２ ６８．９

＜参考＞
○生活環境の保全等に関する条例による届出件数（単位：件）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度
廃 止 届 出 １４ ２４ ３５ ３２ ３０
形質変更届 ５１ ５３ ７２ ７７ ６６

○形質変更に伴う土壌の調査・公害防止計画件数（単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

調 査 報 告 ６０ ４５ ６６ ７４ ７３
公害防止計画 ３１ ８ ２３ ２１ ２２
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目 標 進 捗 状 況

１５ 地盤沈下の防止の推進
地盤沈下の沈静化状態の維持に努めます。

１６ 廃棄物の県内処理１００％をめざした取組の推進
廃棄物県内処理１００％を基本目標として、２００６年度（平成

１８年度）及び２０１５年度（平成２７年度）における次の目標を設
定します。

１７ 海洋投入処分、未処理埋立処分の原則ゼロの達成
海洋投入処分、未処理埋立処分の原則ゼロに向けた取組を
進めます。

１８ 公共関与による産業廃棄物中間処理施設、最終処
分場の設置の推進

横浜市及び川崎市と協調して設立した（財）かながわ廃棄
物処理事業団が、中間処理・リサイクル施設を川崎市域に１
か所設置し、２００１年度（平成１３年度）から稼働しました。最
終処分場については、地域バランスを考慮し、複数設置を基
本として、２００６年度（平成１８年度）の受入を目標に横須賀市
域に１か所設置します。

○年間２�以上の沈下水準点数 （単位：箇所）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
０／１，１２６ ０／１，１１９ １／１，１２２ ０／１，１１３ １／１，０８４ ４／９５９

○年間１�以上２�未満の沈下水準点数
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２８／１，１２６ ８／１，１１９ ６／１，１２２４５／１，１１３ ２／１，０８４ １２／９５９

○年間１�未満の沈下水準点数
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
７７７／１，１２６６５５／１，１１９６９９／１，１２２７８１／１，１１３３９５／１，０８４ ６２１／９５９

【一般廃棄物】 （単位：万トン）

１８年度 ２７年度
構成比％ 構成比％

排 出 量 ３３７ １００ ３１３ １００
再生利用量 ７９ ２３ １０７ ３４
減 量 化 量 ２２２ ６６ １９９ ６４
最終処分量 ３６ １１ ７ ２

【産業廃棄物】 （単位：万トン）

１８年度 ２７年度
構成比％ 構成比％

排 出 量 １，８４３ １００ １，９５１ １００
再生利用量 ７５８ ４１ ９８０ ５０
減量化量 ９８１ ５３ ９２８ ４８
最終処分量 １０４ ６ ４３ ２

○一般廃棄物 （単位：万トン）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

排 出 量 ３８１ ３９３ ３９３ ３９０ ３８６ ３６１
再生利用量
減 量 化 量
最終処分量

５２
２６８
６１

５６
２７７
６０

６１
２７６
５６

６１
２７５
５４

６３
２７１
５２

６６
２５５
４０

○産業廃棄物 （単位：万トン）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

排 出 量 １，８１２ １，８２３ １，７８８ １，７１９ １，７８５
再生利用量
減 量 化 量
最終処分量

６４８
９６８
１９６

６４２
９９８
１８４

６１４
１，００９
１６６

５８０
９９３
１４６

６５０
９７９
１５６

＊１１年度～１４年度は推計値

○一般廃棄物焼却量等
（単位：上段 万トン 中・下段 g／日／人）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
焼却量 ３２４ ３３１ ３３０ ３２８ ３２３ ２９５
一人当たりの
ごみ排出量

１，２３７
（１，１４３）

１，２６８
（１，１６９）

１，２５６
（１，１５２）

１，２３６
（１，１４３）

１，２１６
（１，１２２）

１，１３１
（１，０３４）

一人当たりの
資 源 化 量 １６８ １８２ １９５ １９５ １９８ ２０７

（ ）は集団回収量を除く

【海洋投入処分状況】 （単位：上段 kL 下段万トン）

目 標
１４年度 １８年度 ２７年度

① 一 般 廃 棄 物 ０ － －
② 産 業 廃 棄 物 － ３３ ０

【未処理埋立処分】 （単位：万トン）

目 標
１８年度 ２７年度

③ 産 業 廃 棄 物 ３ ０

○海洋投入処分状況 （単位：上段 kL 下段 万トン）
１０年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

一般廃棄物 ７２，４９３５５，８５４１３，５０１ ０ ０ ０
産業廃棄物 １１５ － － － １０７ －

○未処理埋立処分 （単位：万トン）
１０年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

産業廃棄物 ２６ １９ １７ １５ ６
＊H１２～１４年度は推計値

＜参考＞
○中間処理・リサイクル施設（平成１３年６月稼動）
「かながわクリーンセンター」
（川崎市川崎区千鳥町６－１）

○最終処分場
平成１４年１０月 着 工
平成１８年４月 完成予定

●第3部 県の取組に対する評価●
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目 標 進 捗 状 況

１９ 化学物質の環境リスク低減化システムの整備の推進
２００２年度（平成１４年度）に事業所から報告される化学物質
排出移動登録（PRTR）データに基づき、排出量等から地域
の環境負荷量を算定し、県民、企業、行政の合意形成のもと
に削減目標を設定し対策を推進するシステムを構築します。

２０ ダイオキシン類の排出抑制の推進
大気、水質、土壌及び底質の環境基準の達成を図ります。
なお、ダイオキシン類の県内排出量を１９９７年（平成９年）に
比べ、２００２年（平成１４年度）までに９割以上削減するととも
に、２００５年（平成１７年）以降も可能な限り削減を目指します。

２１ 新幹線騒音の環境基準達成
新幹線沿線住居専用地域での騒音レベルについて２００６年

（平成１８年）に環境基準（７０dB 以下）を達成します。

＜参考＞
○PRTR データに基づく地域環境負荷量の把握
平成９年度から実施している PRTR パイロット調査の
データを使用して、多種類の化学物質の環境負荷量を指標
化する手法を検討。平成１４年度から届出が開始された。

○県独自の調査による化学物質の管理状況等の把握
平成８年度、１１年度に化学物質使用実態調査を実施

○県民への情報提供
地域説明会の開催、インターネットによる個別化学物質安
全情報の提供パンフレット作成

○地域環境リスク低減化システムの構築、推進
PRTRデータ活用検討委員会の設置・検討（１１年度～１３年度）

○生活環境保全条例の改正（H１６．３） （H１７．４施行）
事業者からの PRTR 物質の管理目標の作成等の報告

○県内ダイオキシン類排出量推計 （単位：g-TEQ）
９年度 目標 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

合計量 ３５６．４ ３５．６ ３７．７ ２７．３ １３．１ ８．８

＜参考＞
○実態把握の推進（常時監視）

１４年度 １５年度 １６年度 平成１６年度
環境基準達成率

大 気 ２３地点 ２０地点 ２０地点 １００％
水 質 ３８地点 ２６地点 ２６地点 １００％
底 質 ３８地点 ２６地点 ２６地点 １００％
土 壌 ４０地点 ６４地点 ６４地点 １００％
地下水 ４０地点 ８地点 ８地点 １００％
平成１４年度の地下水調査のうち相模原市内の１地点で環境
基準を超える値が検出されたが、追跡調査の結果、該当井戸
及び周辺の井戸や湧水に汚染がないことを確認した。

○当該年度測定地点における環境基準達成状況
１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

環境基準達成地点数 ２ ２ － １ ８ ３
測定地点数 １７ １５ － ５ １７ １０
※１３年度は振動測定のみ実施

○全測定値点（６６地点）における環境基準達成率
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２６％ ２７％ ２７％ ２７％ ２７％ ２９％

＜参考＞
○当該年度測定地点における７５db 対策未達成地点

１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度
未達成地点数 ０ ２ － ０ ０ ０
測定地点数 １７ １５ － ５ １７ １０

○全測定値点（６６地点）における７５db 対策達成率
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
１００％ ９７％ ９７％ １００％ １００％ １００％

県
の
取
組
に
対
す
る
評
価

170



目 標 進 捗 状 況

２２ 航空機騒音の環境基準達成
厚木飛行場東西１．５km 以遠地域での航空機騒音について、

２００６年（平成１８年）に環境基準（７０WECPNL）を達成しま
す。

２３ 自然環境保全地域の新規指定の推進
自然環境保全地域について１９９６年度（平成８年度）末の

１１，１９６．６ha に加え、１９９７年度（平成９年度）から２００６年度
（平成１８年度）の間に１００ha の新規指定を行います。

２４ トラストによる新規緑地保全の推進
トラストによる緑地保全面積を１９９６年度（平成８年度）末
の１，０９６ha から、２００６年度（平成１８年度）までに１，５００ha と
します。

２５ 多様な生物が生息する水域環境の把握と生息環境
の回復・創造の推進

水生生物の生息しやすい水域環境の把握に努めるととも
に、水生生物の繁殖の場や漁場として、生息環境の回復・創
造に努めます。

２６ 資源管理型漁業の推進
生態系に配慮した持続的な生産を確保するため、資源管理
型漁業と栽培漁業を推進します。

○環境基準達成状況
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

環境基準達成地点数 ８ ９ ９ ６ ９ ８
内基地東西１．５�以遠地域 ４ ６ ６ ３ ４ ４
測 定 地 点 数 ２４ ２１ ２２ １８ ２９ ２９
内基地東西１．５�以遠地域 ７ ８ ８ ５ ５ ５
環境基準適合率（％）３３．３ ４２．９ ４０．９ ３３．３ ３１．０ ２７．６
内基地東西１．５�以遠地域 ５７．１ ７５．０ ７５．０ ６０．０ ８０．０ ８０．０

○新規指定実績 （単位：上段 ha 下段 ％累計）
９～１１年度 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

新規指定 １９．３ ０ ０ ０ １９．３
進 捗 率 １９．３ １９．３ １９．３ １９．３ １９．３

○トラストによる緑地保全面積推移 （単位：ha）
８年度 ９年度１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度
１，０９６ １，１１７ １，１２７ １，１３９ １，１３４ １，１５０ １，１７２ １，１９２ １，１７７

＜参考＞
○水域環境クリーンアップ事業実績
（海、河川等のごみ回収） （単位：トン）

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度
海 面 ０．２ － ０ ０．１
内 水 面 － ４．５ １．７ ２．８

○環境に配慮した海中構造物及び魚礁の設置箇所数 （単位：箇所）
１４年度 １５年度 １６年度 １７年度

海中構造物の設置件数（事業数） ０ ０ ０ ０
魚礁等の設置件数（事業数） ２ ２ １ １
＊１７年は予定数

＜参考＞
○漁獲制限魚種の漁獲可能量の設定状況 （単位：千トン）

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
ま あ じ 若干 若干 若干 若干 若干
ま い わ し １４ １３ 若干 若干 若干
さ ば 若干 若干 若干 若干 若干
するめいか 若干 若干 若干 若干 若干
※国設定魚種７種のうち、本県に該当する魚種は４種。

○主な種苗の生産量及び放流量 （単位：千尾・千個）
１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

まだい
生産量 １，０５２ １，２５７ １，３０３ １，３３０ １０８０
放流量 １，０５２ １，２５７ １，３０３ １，３３０ １０８０

あわび
生産量 ５１６ ５００ ５４８ ５２０ ５００
放流量 ５１６ ５００ ５４８ ５２０ ５００

さざえ
生産量 ７７６ ７５７ ８０４ ７４０ ７００
放流量 ７７６ ７５７ ８０４ ７４０ ７００

＊１７年度は予定数

●第3部 県の取組に対する評価●
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目 標 進 捗 状 況

２７ 自然環境に配慮した水辺、海辺づくりの推進
河川や海岸の改修に当たっては、自然環境に配慮した水辺、
海辺づくりを行います。

２８ 自然とふれあえる施設整備の推進
○宮ヶ瀬湖周辺園地を２００６年度（平成１８年度）までに整備し
ます。
○２０００年度（平成１２年度）から２００６年度（平成１８年度）まで
の間に総延長１０５．０km の登山道等の整備を行います。

２９ 街路樹の整備の推進
県管理道路の街路樹整備（１９９９年度（平成１１年度）までの
総延長は２３６．９km）について、２０００年度（平成１２年度）から
２００２年度（平成１４年度）までの間に１７．９km の整備を行いま
す。

平成１７年度までの目標
２００３年度（平成１５年度）から２００５年度（平成１７年度）までの
間に１１．３km の整備を行います。

３０ 県有施設の緑被率の向上
県有施設の新設の際に、緑被率３０％を確保していきます。※

※緑被率の延長について：県有施設の緑被率確保に関する算
定方法を「みどりの協定」と統一化したことに伴い、緑被
率は２５％となったが、実質的な面積は、同程度確保される。

＜参考＞
○自然環境に配慮した河川整備箇所数 （単位：箇所）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
河川数 １２ １２ １２ １２ １３ １１
＊１７年度は予定数

○自然環境に配慮した港湾海岸整備箇所数 （単位：箇所）
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

海岸数 １ １ １ １ １ １
＊１７年度は予定数

○自然環境に配慮した海岸保全施設整備箇所数（単位：箇所）
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

海岸数 ３ ４ ５ ２ ２ ２
＊１７年度は予定数

○宮ヶ瀬湖周辺園地の整備状況
～１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度以降

宮ヶ瀬
湖 畔
地 区

１６項目中
１項目
整備

１６項目中
３項目
整備

１６項目中
３項目
完成

１６項目中
２項目
完成

１６項目中
５項目
再検討

鳥居原
地 区 園地整備 園地整備

完成
散策路
整備

散策路等
設計

散策路等
整備設計・
整備（完成）

ダ ム
サイト
地 区

なし 園地・歩
道整備

園地・歩道
（完成）整備 － －

○登山道の整備状況 （単位：�）
～１１年 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 総延長
５５．２ １５．４ ９．７ １１．１ ８．２ ５．４ １０５

○街路樹の整備状況（単位：㎞）
１２年度～
１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 合 計

道路の新設・改
築と併せた整備 ６．７ １．０ １．５ ２．４ ４．９

既設県管理道路に
おける街路樹整備 １０．８ ３．２ ５．１ ２．２ １０．５

合 計 １７．５ ４．２ ６．６ ４．６ １５．４
＊１７年度は計画延長を記載している。

○１３年度から１６年度までの協議実績 （単位：面積�）
１３年度 １４年度 １５年度 １６年度

協 議 件 数 ５件 ５件 ７件 ５件
敷 地 面 積 ６８，６１４．１０２７，６８４．０４３０，３０３．７９２３，３１５．８１
緑被地面積 ２３，６８９．４５ ８，１３９．９０ ８，５２４．４４ ５，２８０．４８
緑 被 率 ３６．１１％ ２９．４０％ ２８．１３％ ２２．６５％

施 設 例
合 同 庁 舎
大 学
県営住宅等

県 営 住 宅 県 営 住 宅
県 営 住 宅
相模原北部
方面警察署
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目 標 進 捗 状 況

３１ 都市における施設緑地の整備面積、保全緑地の指
定面積の拡大

都市のみどりの創造と保全を推進するため、１９９８年度（平
成１０年度）における施設緑地整備面積７，０８２ha、保全緑地指
定面積を３２，９０５ha を、２００６年度（平成１８年度）に、施設緑
地整備面積を１０，０５７ha、保全緑地指定面積を３３，９４９ha とし
ます。

３２ フロンの全量回収をめざした取組の推進
○冷媒用フロンについては、オゾン層に対する破壊作用の強
いフロン類から順次回収を進め、CFC について２００３年度
（平成１５年度）、HCFC について２００５年度（平成１７年度）、
HFC について２０１０年度（平成２２年度）に全量回収（台数
ベース）をめざします。
○断熱材フロンについては、技術的に可能な分野から順次推
進し、冷蔵庫の CFC について２００５年度（平成１７年度）に、
それ以外についてはできだけ早期に全量回収（台数ベー
ス）をめざします。

３３ CO２排出量の削減
２０１０年（平成２２年）の二酸化炭素排出量を１９９０年（平成２
年）対比で６％削減します。
（この目標を達成するためには、２０００年対比では１０．６％削減
する必要があります。量としては７１５万トンの削減が必要に
なります。）

３４ クリーンエネルギーの導入促進
○庁舎など県施設の新築・改築・増築にあたっては、原則と
してクリーンエネルギーを導入します。
○２０１０年度までに、県内の過半数の市町村でクリーンエネル
ギー導入指針が策定されるよう促進します。

○施設緑地の整備状況（各年度末の整備面積実績） （単位：ha）
１０年度 １３年度 １４年度 １５年度 １８年度目標

都市公園 ３，４５８ ３，７２５ ３，８０５ ３，９０７ ６，４５３
その他 ３，６２３ ３，７３４ ３，７３７ ３，７３７ ３，６０４
計 ７，０８２ ７，４５９ ７，５４２ ７，６４４ １０，０５７

○保全緑地の指定拡大状況（各年度末の指定面積実績）（単位：ha）
１０年度 １５年度 １６年度 １８年度目標

近郊緑地保全地域 ４，６３２ ４，６３２ ４，６３２ ４，６３２
特別緑地保全地区 １７４ ２６３ ２８０ ４０５
風 致 地 区 １４，８０５ １５，００３ １５，００３ １５，１６５
歴史的風土保存区域 ９５６ ９８９ ９８９ ９８９
自然環境保全地域 １１，２１１ １１，２１６ １１，２１６ １１，２８３
トラスト制度によるもの １，１２７ １，１９２ １，１７７ １，４７５

計 ３２，９０５ ３３，２９５ ３３，２９７ ３３，９４９

○冷媒用 CFC 回収率（推計 台数ベース）
１２年度 １３年度

電気冷蔵庫 CFC１２
６５，２００台 １３年以降の冷蔵庫は家電リ

サイクル法で回収されている。２１．７％

カーエアコン CFC１２
２７，０８０台 ２３，６３０台
１１．８％ １０．３％

＊平成１４年４月からフロン回収破壊法に基づき回収義務化

○断熱用 CFC 回収率（台数ベース）
１０年度 １１年度 １２年度

電気冷蔵庫 CFC１１
８，７３６台 １１，６７８台 １２，２７８台
２．９％ ３．９％ ４．１％

＊１３年度以降は、家電リサイクル法で回収されている。

○CO２排出総量 （単位：万 t-CO２）
２年 目標 １１年 １２年 １３年 １４年

県内排出量 ６，４３２２２年度までに
６，０４６ ６，５９０ ６，７６１ ６，７１２ ７，０１９

国の排出量
（参考） １１２，２３０ １２２，８４０１２３，９００１２１，３８０１２４，７６０

＜参考＞
○一人当たりのエネルギー使用に係る CO２排出量（単位：t-CO２）

２年 １１年 １２年 １３年 １４年
県民一人当たりの排出量 ８．１３ ７．８５ ８．０１ ７．８９ ８．１３
国民一人当たりの排出量（参考） ９．０８ ９．７０ ９．７６ ９．５４ ９．７９

○庁舎クリーンエネルギー導入施設件数 （１５年度総計）
クリーンエネルギーの種類 １４年度 １５年度

太陽光発電 ３６
（２，９２９）

３９
（３，２１８）

太陽熱利用 ７ ８
風力発電 ３ ５
コージェネレーション １ ２

総 計 ４７
（２，９４０）

５４
（３，２３３）

※（ ）内は太陽光発電に道路標識、航路標識、時計、雨量
計等を含んだ数値

○地域新エネルギー（クリーンエネルギー）ビジョン策定自治体
８年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

横浜市、
川崎市

小田原市、
清川村 藤野町 平塚市 山北町

横須賀市、
藤沢市、
相模湖町

川崎市
（改訂）

●第3部 県の取組に対する評価●
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目 標 進 捗 状 況

３５ 環境にやさしい商品の普及率の向上
○家庭・学校・事業所における自主的環境配慮促進事業の参
加事業所数を２００５年度（平成１７年度）に３，０００事業所にし
ます。
○家庭・学校・事業所における自主的環境配慮促進事業の参
加家庭数を２００５年度（平成１７年度）に３０，０００世帯にしま
す。

３６ 企業の自主的な環境配慮体制整備の普及促進
実施企業にインセンティブを与える様々な手法を検討実施
し、企業の自主的な環境配慮体制の普及に努めます。

３７ 環境にやさしい農業の推進
農業生産における農薬、化学肥料使用量を１９９６年度（平成
８年度）を基準年として２００６年度（平成１８年度）を目標に
３０％削減します。

＜参考＞
○マイアジェンダ登録数（平成１７年３月末）
企業２，３１２、団体２４、学校３３、NPO 等４４、行政５６２、個人
６２３、計３，５９８

○環境にやさしい買い物キャンペーン参加店舗
年 度 参加店舗数
平成１２年度 １１，０２１店舗
平成１３年度 １６，８９０店舗
平成１４年度 ２６，０３６店舗
平成１５年度 ３８，８４３店舗
平成１６年度 ４２，３２２店舗

○ISO１４００１認証取得事業所数 （単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

年度計 ２６８ ４０１ ４９５ ６０５ ７３６ ８９４

○ISO１４００１認証取得に対する制度融資件数 （単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
年度計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

○中小企業公害防止施設整備資金融資実行件数・金額（単位：千円）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

件数 １ １ １ ９ ４ ６
金額 ３，０００ １０，０００ ２０，０００１９４，２００ ２６，３７０ ３５，９７０

○認証取得セミナー参加事業所数・LCA フォーラムの開催回数・参加者数
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

認証取得セミナー ３３事業所 ６１事業所 ３８事業所 ５８事業所 ４５事業所

LCAフォーラム ２回
２９４

２回
２１４

２回
２０８

１回
２２４

２回
３５８

○流通量調査
ア 化学農薬（成分量換算（t））

８年度 １５年度 減少率（％）
殺 虫 剤 ６２５ ３９３ ３７．１
殺 菌 剤 １３５ ８４ ３７．８
除 草 剤 ５２ ５８ ▲１１．５
そ の 他 － １７ －

計 ８１２ ５５２ ３２．１

イ 化学肥料（窒素成分換算（t））
８年度 １６年度 減少率（％）

化学物質由来窒素 ４，２１７ ３，０７８ ２７．０
うち 窒素質肥料 １，１０８ ４５５ ５８．９
うち被覆窒素肥料 ２４ １８ ２２．０
〃被覆窒素肥料以外の窒素肥料 １，０８４ ４３７ ５９．７
うち 複合肥料 ３，１０９ ２，６２３ １５．６
うち 配合肥料 ７４０ ９０９ ▲２２．９
〃高度・普通・NK 化成肥料 ２，３６９ １，７１５ ２７．６

＜参考＞
○環境保全型農業推進運動協定締結団体及びエコファーマー数

（ ）内は累計
１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

締 結 団 体 ４ ７（１１）６（１７）２（１９）１２（３１）５（３６）
エコファーマー ― ― ８ ９（１７）３２（４９）４９（９８）
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目 標 進 捗 状 況

３８ 農業生産における資源リサイクルの推進
農業生産から生じる野菜残さや植木剪定技等の有機物の堆
肥化を促進し、土づくりへの活用を進めます。

３９ 地域と調和した畜産環境対策の推進
家畜ふん尿処理施設等の整備を推進し、堆肥流通の円滑化
を進め、畜産環境保全に努めます。

４０ 低利用水産物の有効利用の促進
魚類の加工残さ等の未利用資源の有効利用に努めます。

４１ トラスト運動の基金、会員数の増強
○かながわトラストみどり基金について、年間３，０００万円の
寄付を募り、２００６年度（平成１８度）までに３億円の基金の
積み増しを行います。（１９９６年度（平成８年度）末累計約
１１４．８億円）。
○トラストの会員数を、１９９６年度（平成８年度）末の３０，７１２
人から、２００６年度（平成１８年度）までに５０，０００人にします。

４２ 参加協働型環境情報の収集提供体制の構築の推進
２００１年度（平成１３年度）までに地理情報システム（GIS）
を活用した環境情報の収集整備提供体制の構築を行います。

４３ 森林ボランティア活動の推進
森林づくりボランティア参加者を２００６年度（平成１８年度）ま
でに延べ４万人とします。

＜参考＞
○地域リサイクルシステム確立事業を実施したモデル地区

９～１０年度 １２～１３年度
横 浜 市 開 成 町

○堆肥舎の整備件数 （単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

件数 ５ １ ０ ０ ０ ０
累計 １０ １１ １１ １１ １１ １１

＜参考＞
○家畜ふん尿処理施設等による家畜ふんの堆肥化の進捗状況

１０年度 １４年度 １５年度 １６年度
総 家 畜 ふ ん 量（ t ）４９３，６８４４１７，１００４０７，６７５３８６，６７８
堆肥化仕向け量（ t）３２２，４５１３２５，３３８３３０，１９９３２２，９５９
家畜ふん堆肥化率（％） ６５ ７８ ８１ ８４
＊平成１８年度までの目標 家畜ふん堆肥化率 ９１％

＜参考＞
○低利用水産物の利用技術研究
年度 研究内容
１２年度 加工残さ等の成分分析と利用技術の開発
１３年度 調理加工素材の開発
１４年度 血合いを用いた新規加工品の開発
１５年度 マグロ・カジキ類の加工残さを用いたすり身化の検討
１６年度 端材利用とそれに係る製造工程での衛生管理の対応

○基金の積み増し （単位：千円）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

県資金１００，０００ － － － － －
基金運用益 ８，１０４ ４０，６０９ ４０，１６７ １６，８９８ ６，４７３ ３２６
寄附金 １３，６５１ ４７，６１２ ４４，９８６ ４０，０８１ ４２，７０２ ４６，３９６
合 計１２１，７５５ ８８，２２１ ８５，１５３ ５６，９７９ ４９，１７５ ４６，７２３
累 計１１，７５６，２３６１１，８４４，４５７１１，９２９，６６０１１，９８６，５８９１２，０３５，８１４１２，０８２，４８８

○会員数（単位：人）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

入会者数 ９７２ ５８８ ６９５ ８０３ １，５２９ １，１２０
累 計 ３５，０８７ ３５，６７５ ３６，３７０ ３７，１７３ ３８，７０２ ３９，８２２

＜参考＞
○環境情報の収集整備提供体制の構築状況

１３年度 １４年度
地域環境マップの作成 地域環境マップの配布

○森林づくりボランティア参加者数 （単位：人）
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

参 加 者 数 ５，１１３ ６，３０４ ６，３９４ ６，２５３ ６，８２０
累 計 １６，２０８ ２２，５１２ ２８，９０６ ３５，１５９ ４１，９７９

＜参考＞
○県民手づくりの森ボランティア参加者数 （単位：人）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
参 加 者 数 ３６１ ２８４ ２２２ ２０４ １６０
累 計 １，４７６ １，７６０ １，９８２ ２，１８６ ２，３４６
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（２）重点的課題・プロジェクト

目 標 進 捗 状 況

４４ 流域の環境保全行動指針の策定と目標設定の推進
（桂川・相模川流域）
流域の各主体の環境保全の行動指針を策定・推進するとと
もに、目標を設定します。
（鮎沢川・酒匂川流域）
流域の各主体の環境保全の行動指針の策定に向けた取組を
推進します。

○行動指針策定状況
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４～１６年度
行動目標、
各主体の行
動の検討

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：７項
目、行動計
画 ： ２ 項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：４５項
目、行動計
画 ：３１項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：６３項
目、行動計
画 ：２５項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
推進
桂川・相模
川流域協議
会相模川よ
こはま地域
協議会の発
足（１６年度）

桂川・相模
川流域協議
会湘南地域
協議会の発
足

「酒匂川水
系保全協議
会」に参画

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の行動
指針の採択
（５項目）

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の推進

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の推進

目 標 進 捗 状 況

１ 自動車交通公害対策の総合的推進
県民の健康を守るため、環境基準の達成が遅れている二酸
化窒素や浮遊粒子状物質、交通騒音の自動車公害に、国、市
町村の関係機関と共同した対策に取り組み、環境基準や騒音
の要請限度の達成を目指します。

○二酸化窒素の環境基準達成局率 （単位：％）
１０年度１１年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

全 県 ４９ ７６ ８３ ７５ ８２ ９１ ９５
横浜・川崎・
横須賀以外 ７７ ９７ ９４ ９１ ９５ ９５ ９７

○光化学スモッグ注意報発令日数（５年間平均）（単位：日）
７‐１１年度 ８‐１２年度 ９‐１３年度 １０‐１４年度１１‐１５年度１２‐１６年度
７．６ ７．０ ８．２ ９．６ ８．８ １１．２

○浮遊粒子状物質の環境基準達成率 （単位：％）
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
２７ ８５ ６３ ４７ ４６ ６５ ９８

○低公害車普及台数の推移 （単位：台）
区 分 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
低公害車台数 ７８１，７３３ １，０２４，１３４ １，２７２，３２５ １，５０９，８２４
自動車保有台数 ３，６４４，６３１ ３，６６５，３８６ ３，６７３，９４２ ３，６９９，３０３
低公害車導入率（％） ２１％ ２８％ ３５％ ４１％

○要請限度２つの時間帯（昼間・夜間）の超過状況（単位：地点）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

調査地点数 ７１ ７２ ７４ ７９ ８０

両方で達成
いずれかが超過
両方とも超過

４３（６１％）
２０（２８％）
８（１１％）

４１（５７％）
２５（３５％）
６（８％）

４５（６１％）
２４（３２％）
５（７％）

５７（７２％）
１８（２３％）
４（５％）

６２（７８％）
１７（２１％）
１（１％）

＊１１年度は調査未実施
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目 標 進 捗 状 況

２ 生活排水対策の総合的推進
公共用水域の汚濁負荷の８割を占める生活排水の対策とし
て、市町村との連携のもとに生活排水処理施設整備構想を推
進します。生活排水処理施設の整備を効果的かつ効率的に進
めるとともに、市町村事業の支援等総合的な生活排水処理対
策を推進することにより、公共用水域の水質保全を図ります。

３ 不法投棄対策の総合的推進
廃棄物の不法投棄や散乱ごみ、建設発生土の不法投棄が依
然として跡を絶たないことから、廃棄物や建設発生土の不法
投棄などを根絶するため、県民、事業者、市町村や国、警察
と連携し、未然防止対策などを柱とする総合的かつ効果的な
施策を実施します。

○公共用水域の環境基準達成率 （単位：％）
１０年度１２年度１３年度１４年度１５年度１６年度

健 康 項 目 ９７．８ ９３．８ ９２．４ ９９．３ ９９．３ ９８．６
生活環境項目 ７３．５ ８３．７ ７９．２ ７７．１ ８４．３ ９０．２

○東京湾の COD 汚濁負荷量 （単位：トン／日）
９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度
３２．１ ３１．７ ２９．９ ２９．８ ２８．１

○東京湾への窒素・りんの汚濁負荷量 （単位：トン／日）
６年度 ８年度 １１年度 １２年度 １３年度

全 窒 素 ４６．８ ４３．０ ４２．０ ４０．１ ４０．５
全 り ん ３．９ ３．５ ３．５ ３．３ ３．３

○東京湾の全窒素・全りん年平均値 （単位：mg/l）
＜全窒素＞ ＜全りん＞

１１年度 １．１ ０．０８２
１２年度 １．１ ０．０８３
１３年度 ０．９９ ０．０７５
１４年度 ０．９８ ０．０７９
１５年度 １．０１ ０．０７５
１６年度 ０．８２ ０．０６７

○相模湾への窒素・りんの汚濁負荷量 （単位：トン／日）
８年度 １３年度

全窒素 ４０．０ ３６．１
全りん ４．５ ４．３

○相模湾における窒素・りんの年平均値
＜全窒素＞ ＜全りん＞

１１年度 ０．３７mg/L ０．０３０mg/L
１２年度 ０．３８mg/L ０．０３０mg/L
１３年度 ０．３５mg/L ０．０３０mg/L
１４年度 ０．２８mg/L ０．０２２mg/L
１５年度 ０．３５mg/L ０．０２８mg/L
１６年度 ０．２８mg/L ０．０２３mg/L

○生活排水処理施設人口普及率 （単位：％）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

下 水 道 ９０．４ ９１．６ ９２．３ ９３．０ ９３．５ ９４．０
農業集落排水施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
合併処理浄化槽 ２．２ ２．２ １．９ １．７ １．８ １．８
計 ９２．６ ９３．８ ９４．２ ９４．７ ９５．３ ９５．８

○廃棄物不法投棄状況
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

不法投棄量（トン） １，３６２ １，１１４ ９９４ ３，４８２ ３，３９２
不法投棄箇所数（箇所） ２，２８７ ２，３０５ ２，４１０ ２，０６６ １，２８９

○建設発生土不法投棄状況
１３年度 １４年度 １５年度 １６年度

不法投棄面積（㎡） ２，５００ １５，２５５ １０，６２０ ２１，２２１
不法投棄件数（箇所） ２ ６ ６ ６
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目 標 進 捗 状 況

４ 廃棄物の発生抑制・リサイクルと適正処理の推進
廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正処理の一層の推進を
図ることにより、廃棄物の県内処理１００％の達成と資源循環
型社会の構築をめざします。

５ 化学物質環境保全対策の総合的推進
環境ホルモンを含む有害な化学物質に関し、人体への摂取
量の削減を目指し、実態把握、県民への適切な情報提供とコ
ミュニケーション、排出量の削減などにより、化学物質の環
境リスクの低減化を推進します。

６ ダイオキシン緊急対策の推進
ダイオキシン類対策特別措置法や県独自の取組により、県
域内の環境汚染や健康影響の未然防止を図ります。あわせて、
県民等への情報提供を進め、協働した対策を進めていきます。

○一般廃棄物 （単位：万トン）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

排 出 量 ３８１ ３９３ ３９３ ３９０ ３８６ ３６１
再生利用量
減 量 化 量
最終処分量

５２
２６８
６１

５６
２７７
６０

６１
２７６
５６

６１
２７５
５４

６３
２７１
５２

６６
２５５
４０

○産業廃棄物 （単位：万トン）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

排 出 量 １，８１２ １，８２３ １，７８８ １，７１９ １，７８５
再生利用量
減 量 化 量
最終処分量

６４８
９６８
１９６

６４２
９９８
１８４

６１４
１，００９
１６６

５８０
９９３
１４６

６５０
９７９
１５６

＊１１年度～１４年度は推計値

○一般廃棄物焼却量等
（単位：上段 万トン 中・下段 g／日／人）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
焼却量 ３２４ ３３１ ３３０ ３２８ ３２３ ２９５
一人当たりの
ごみ排出量

１，２３７
（１，１４３）

１，２６８
（１，１６９）

１，２５６
（１，１５２）

１，２３６
（１，１４３）

１，２１６
（１，１２２）

１，１３１
（１，０３４）

一人当たりの
資 源 化 量 １６８ １８２ １９５ １９５ １９８ ２０７

（ ）は集団回収量を除く

○PRTR データに基づく地域環境負荷量の把握
平成９年度から実施している PRTR パイロット調査の
データを使用して、多種類の化学物質の環境負荷量を指標
化する手法を検討。平成１４年度から届出が開始された。

○県独自の調査による化学物質の管理状況等の把握
平成８年度、１１年度に化学物質使用実態調査を実施

○県民への情報提供
地域説明会の開催、インターネットによる個別化学物質安
全情報の提供パンフレット作成

○地域環境リスク低減化システムの構築、推進
PRTRデータ活用検討委員会の設置・検討（１１年度～１３年度）

○生活環境保全条例の改正（H１６．３） （H１７．４施行）
事業者からの PRTR 物質の管理目標の作成等の報告

○１６年度環境基準達成状況（常時監視）
地 点 数 環境基準達成率

大 気 ２０地点 １００％
水 質 ２６地点 １００％
底 質 ２６地点 １００％
土 壌 ６４地点 １００％
地 下 水 ８地点 １００％

平成１４年度の地下水調査のうち相模原市内の１地点で環境基
準を超える値が検出されたが、追跡調査の結果、該当井戸及
び周辺の井戸や湧水に汚染がないことを確認した。

○県民への情報提供の推進と協働による対策の推進
パンフレット等による情報提供の他、環境調査の結果を公
表
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目 標 進 捗 状 況

７ 丹沢大山の自然環境保全対策の推進
ブナの立ち枯れなど進行している丹沢大山の自然環境の衰
退に歯止めをかけ、多様な生物を育む自然環境の保全・再生
を図ることを目的として、「丹沢大山保全計画」に基づく各
種保全対策の総合的実施を進める。

８ 良質な水を育む豊かな森林づくり
幅広い県民の理解と参加を得ながら、県と市町村及び民間
が一体となり、広葉樹の整備や人工林の巨木化、複層林化、
混交林化など水源かん養機能の高い森林づくりを推進すると
ともに、ダム貯水池の堆砂対策や水質保全対策などに取り組
むことにより、良質で安定的な水資源の確保を図ります。

○水源林の確保面積 （単位：ha）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

水源分収林

６，４３０

７６ ５０ ５４ ４５４
水源林整備協定 ３０２ ３５６ ３４４ ２，８８６
公 有 化 ５６ ３３ ３８ ７５７
計 ４３４ ４３９ ４３６ ４，０９７

協力協約
２，２７０

１９５ ２０８ ２１９ １，８２７
寄 附 ０ １ ５ ３００
計 １９５ ２０９ ２２４ ２，１２７

合 計 ８，７００ ６２９ ６４８ ６６０ ６，２２４

○水源林管理道の延長 （単位：㎞）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

整備延長 ３３ ２．６ ３．２ ４．８ ２５．８

○水源林の整備面積 （単位：ha）
目標値 １４年度 １５年度 １６年度 累 計

確保森林 ４，０１１ ６２９ ４４８ ５０３ ２，９１５

○保安林の改良・保育・治山
（単位：上・中段 ha 下段 箇所）

目標値 １４年度 １５年度 １６年度 合 計
保安林の改良 ９０ １９ ２３ ２５ １３８
保安林の保育 １，４００ １７６ １８０ １９１ １，４３５
治 山 ７００ ６０ ５４ ５０ ５７８

◇ダム貯水池水質保全対策
エアレーション装置等によるアオコ対策の実施
津久井湖 間欠式設置（平成５年） １基
散気管式設置（平成５年度～６年度） ４基
表層流動化装置（平成７年度～９年度） ４基
相模湖間欠式設置（昭和６３年度、平成３年度、４年度）
８基
相模湖は全体計画１２基のうち８基、津久井湖は全体計画
９基のうち５基設置している。
エアレーションはアオコ等植物プランクトンの大量発生
を抑制することを目的としており、現在の設置数でその効
果は確認されている。
植物浄化施設の整備
津久井湖における植物浄化施設の整備（平成１３年度、１４
年度、１５年度）及び維持管理

◇公共下水道等排水処理施設の整備
水源地域１４市町村が実施する公共下水道整備への支援
平成１２年度より、更なる普及促進を図るべく水源地域市
町村への補助を拡大し、水源環境保全に寄与しております。
水源地域１４市町村における公共下水道の人口普及率は、
平成１６年度末で７３．４％となっております。

＜ブナ林や林床植生の保全＞
○保護柵の設置
H９～１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ 累 計
９．４ha １．１ha ０．９ha ４．４ha ３．０ha ２．５ha ２１．３ha

○ブナ林等立入禁止区域の設定及び木道の設置
H９～１２ H１３ H１４ H１５ H１６ 累 計

立入防止柵 ６，４５９m ２８５m １，２６０m １，４４０m ４６０m ９，９０４m
木 道 ８１５m ２２４m １８６m ２６９m ６００m ２，０９４m

●第3部 県の取組に対する評価●

県
の
取
組
に
対
す
る
評
価

179



目 標 進 捗 状 況

９ 海の環境保全の総合的推進
砂浜、岩礁などの自然の海岸線が残された相模湾について
は、水生生物の生息・生育環境や海域への影響要因等の情報
の整備や、生態系に配慮した適切な保全と持続的な利用が求
められています。現在、国、県、市町村等が個別に所有する
相模湾に関する環境情報について収集・整理を行い、地理情
報システム（GIS）を活用した海の環境情報の整備・情報シ
ステムを構築し、行政が行う環境保全に関する施策への活用
を図るとともに、県民、事業者等へのわかりやすい情報の提
供により自主的な環境配慮を促進します。
また、海の環境については、生活排水や工場排水、河川ご
み等陸からの影響が大きいと考えられることから、環境情報
の整備を踏まえ、陸と海の環境のつながりを調査・分析し、
海の環境保全と持続的な利用に向けた取組を検討・実施しま
す。

１０ 総合的な環境配慮の推進
より適切な環境施策の展開のために、地理情報システム

（GIS）による環境情報の整備・提供システムを構築すると
ともに、事業や計画の早い段階からの環境に配慮した意思決
定システムを構築することなどにより、県内各地の自然的・
社会的特性に応じた土地利用の推進や環境と共生した開発や
諸施策の推進を図ります。庁内環境管理システムの一層の充
実や ISO１４００１認証取得などにより、県自らの環境配慮の率
先実行を強化します。環境基本計画策定に関する情報提供、
支援などにより、市町村と連携した環境に配慮した地域づく
りを推進します。

１１ 環境共生モデル都市圏の形成
県央・湘南都市圏整備構想を実現するために、地域への影
響や事業の進め方に配慮しながら、東海道新幹線誘致地区を
中心として、環境と共生する都市づくりをめざすツインシ
ティの形成に重点的に取り組みます。
誘導指針による都市づくりを進めることにより、持続可能
な社会を支える環境と共生する都市圏の形成をめざします。

＜ツインシティ整備計画＞
・Ｈ１２．３ 基本計画策定
・Ｈ１４．４ 整備計画策定
・Ｈ１４．４ 寒川駐在事務所設置
・Ｈ１４．４～ 地元調整や調査検討の実施
・Ｈ１６．１２～ かながわエコ・エネルギータウン研究会への

支援
・Ｈ１６．１２～ ツインシティ整備に係る企業・大学懇談会の

実施

＜誘導指針による環境と共生する都市づくりの推進＞
・Ｈ１２．３ 誘導指針の策定
・Ｈ１３．１０ ガイドブックの作成
・Ｈ１４．１ 推進要綱の制定

■環境情報の収集整備提供体制の構築状況
平成１１年度から１４年度まで次のとおり地域環境マップの整
備を進めた。
平成１１年度
GIS を活用方法の検討
各種環境情報の収集（陸域の環境情報（市町村ご
と）、海域の環境情報など）
既存環境情報の整備

平成１２年度
地域環境マップのシステム開発
データベースの整備

平成１３年度
地域環境マップの作成

平成１４年度
地域環境マップの配布（県内３７市町村および県出先
機関等）

■相模湾の水質の状況
�人の健康の保護に関する環境基準（カドミウムなど２６項
目）達成率
平成７～１６年度：すべての測定地点で環境基準を達
成（２０地点）

�生活環境の保全に関する環境基準（COD）達成率
平成７～１６年度：７年度を除き、環境基準を達成
（２水域）

�全窒素・全りんの年平均値（環境基準の設定はない）
＜全窒素＞ ＜全りん＞

８年度：０．３５mg/l ８年度：０．０３５mg/l
９年度：０．４１mg/l ９年度：０．０３８mg/l
１０年度：０．３４mg/l １０年度：０．０２８mg/l
１１年度：０．３７mg/l １１年度：０．０３０mg/l
１２年度：０．３８mg/l １２年度：０．０３０mg/l
１３年度：０．３５mg/l １３年度：０．０３０mg/l
１４年度：０．２８mg/l １４年度：０．０２２mg/l
１５年度：０．３５mg/l １５年度：０．０２８mg/l
１６年度：０．２８mg/l １６年度：０．０２３mg/l

＜庁内環境管理システム、ISO１４００１認証取得関係＞
○平成１３年３月に県の本庁において ISO１４００１を認証取得
（平成１４年３月に出先機関に拡大）
○平成１３年７月３１日をもって庁内環境管理システムを廃止
○平成１５年３月に全ての県行政機関（警察を除く）において
ISO１４００１を認証取得

＜市町村と連携した環境に配慮した地域づくりの推進＞
○環境基本計画策定市町村数
H９
以前 H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６

５ １０ １５ １７ ２１ ２４ ２８ ２８

県
の
取
組
に
対
す
る
評
価

180



目 標 進 捗 状 況

１２ 都市のみどりの創造と保全
「都市緑化ベルト」を実現するために、潜在自然植生や生
物生息環境について配慮しながら、みどりの基軸とこれに連
なる副軸整備や、みどりの保全を行うとともに、参加も含む
様々な緑地形成の施策を展開します。

１３ フロン回収処理の推進
オゾン層の破壊を防止するため、回収の対象とするフロン
をオゾン層を破壊する CFC 及び HCFC に加え、温暖化効
果の高い HFC も対象とし、冷媒用フロン及び断熱用フロン
について全量回収をめざした取組を推進します。

１４ 地球温暖化防止対策の総合的推進
２０１０年（平成２２年）の二酸化炭素排出量を１９９０年（平成２
年）対比で６％削減します。
（この目標を達成するためには、２０００年対比では１０．６％削減
する必要があります。量としては７１５万トンの削減が必要に
なります。）

１５ 環境分野における国際協力の推進
環境改善に取り組んできた本県内の経験や技術、人材の蓄
積を活かし、東南アジア地域における環境改善の取組を支援
する国際協力を行うことによって、地域環境の改善に貢献し
ます。
また、「持続可能な都市のための２０％クラブ」を支援し、
会員全体の環境改善への取組を促進します。

○神奈川宣言ネットワークの推進
＜参加団体数 ３１団体（平成１７年３月現在）＞
○神奈川国際環境協力事業
１２年度：ベトナム・ホーチミン市及びタイ・バンコクで実

施
１３年度：ベトナム・ハノイ市及びタイ・バンコク市で実施
１４年度：ベトナム・ハノイ市及びタイ・バンコク市で実施
１５年度：ベトナム・タムキー市及びタイ・バンコク市で実

施
１６年度：タイ・バンコク市等で現地調査等を実施
○（財）地球環境戦略研究機関（IGES）における国際協力
１０年度～１２年度：第１期戦略研究プロジェクト実施
１３年度～１５年度：第２期戦略研究プロジェクト実施
○（財）国際生態学センター（JISE）における国際協力
マレーシア、ブラジルで生態系調査を継続的に実施
○友好県省道（本県、中国・遼寧省、韓国・京畿道）間にお
ける環境保全技術交流事業（平成１３年度で事業終了）

○施設緑地の整備状況（各年度末の整備面積実績） （単位：ha）
１０年度 １３年度 １４年度 １５年度 １８年度目標

都市公園 ３，４５８ ３，７２５ ３，８０５ ３，９０４ ６，４５３
その他 ３，６２３ ３，７３４ ３，７３７ ３，７３７ ３，６０４
計 ７，０８２ ７，４５９ ７，５４２ ７，６４１ １０，０５７

○保全緑地の指定拡大状況（各年度末の指定面積実績）（単位：ha）
１０年度 １５年度 １６年度 １８年度目標

近郊緑地保全地域 ４，６３２ ４，６３２ ４，６３２ ４，６３２
特別緑地保全地区 １７４ ２６３ ２８０ ４０５
風 致 地 区 １４，８０５ １５，００３ １５，００３ １５，１６５
歴史的風土保存区域 ９５６ ９８９ ９８９ ９８９
自然環境保全地域 １１，２１１ １１，２１６ １１，２１６ １１，２８３
トラスト制度によるもの １，１２７ １，１９２ １，１７７ １，４７５

計 ３２，９０５ ３３，２９５ ３３，２９７ ３３，９４９

○冷媒用 CFC 回収率（推計 台数ベース）
１２年度 １３年度

電気冷蔵庫 CFC１２
６５，２００台 １３年以降の冷蔵庫は家電リ

サイクル法で回収されている。２１．７％

カーエアコン CFC１２
２７，０８０台 ２３，６３０台
１１．８％ １０．３％

＊平成１４年４月からフロン回収破壊法に基づき回収義務化

○断熱用 CFC 回収率（台数ベース）
１０年度 １１年度 １２年度

電気冷蔵庫 CFC１１
８，７３６台 １１，６７８台 １２，２７８台
２．９％ ３．９％ ４．１％

＊１３年度以降は、家電リサイクル法で回収されている。

○CO２排出総量 （単位：万 t-CO２）
２年 目標 １１年 １２年 １３年 １４年

県内排出量 ６，４３２２２年度までに
６，０４６ ６，５９０ ６，７６１ ６，７１２ ７，０１９

国の排出量
（参考） １１２，２３０ １２２，８４０１２３，９００１２１，３８０１２４，７６０

＜参考＞
○一人当たりのエネルギー使用に係る CO２排出量（単位：t-CO２）

２年 １１年 １２年 １３年 １４年
県民一人当たりの排出量 ８．１３ ７．８５ ８．０１ ７．８９ ８．１３
国民一人当たりの排出量（参考） ９．０８ ９．７０ ９．７６ ９．５４ ９．７９
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目 標 進 捗 状 況

１６ ライフスタイルの転換の促進
環境問題に関心のある人への情報提供や普及啓発から一歩
進めて、関心のない人に関心を持ってもらうようなわかりや
すく視覚に訴える情報提供と普及啓発を推進します。さらに、
環境に関する実体験や学校、学習施設、地域など様々な場で
の総合的な環境教育・環境学習の推進、具体的な行動誘発策
の展開等により、環境に配慮したライフスタイルの普及定着
を目指します。

○環境教育・環境学習については環境情報コーディネーター
によるホームページ「かながわ環境インフォメーション」
と、メールマガジンの発行により、環境に関わる様々な事
柄について一般県民に関心を持ってもらうような情報提供
に取り組んだ。

１７ 環境に配慮した産業の形成支援
持続可能な循環型の社会の実現に向けて、その主体である
企業の果たす役割は重要であり、積極的な取組が期待されて
います。
ISO１４００１認証取得など企業の環境対策への取組を支援す
るとともに、今後、成長が期待される環境への負荷の低減に
資する環境関連産業の形成を支援します。

１８ 流域水環境保全行動の総合的推進
河川流域の水環境保全を図るため、流域の県民、事業者、
行政のパートナーシップによる流域環境保全の仕組みを発
展、充実させ、河川流域の水環境保全行動を総合的に推進し
ます。

○ISO１４００１認証取得事業所数 （単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

年度計 ２６８ ４０１ ４９５ ６０５ ７３６ ８９４

○ISO１４００１認証取得に対する制度融資件数 （単位：件）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

年度計 ０ ０ ０ ０ ０ ０

○中小企業公害防止施設整備資金融資実行件数・金額（単位：千円）
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

件数 １ １ １ ９ ４ ６
金額 ３，０００ １０，０００ ２０，０００１９４，２００ ２６，３７０ ３５，９７０

○認証取得セミナー参加事業所数・LCA フォーラムの開催回数・参加者数
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

認証取得セミナー ３３事業所 ６１事業所 ３８事業所 ５８事業所 ４５事業所

LCAフォーラム ２回
２９４

２回
２１４

２回
２０８

１回
２２４

２回
３５８

○行動指針策定状況
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４～１６年度
行動目標、
各主体の行
動の検討

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：７項
目、行動計
画 ： ２ 項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：４５項
目、行動計
画 ：３１項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
行動指針・
行動計画の
採択（行動
指針：６３項
目、行動計
画 ：２５項
目）

「アジェン
ダ２１桂川・
相模川」の
推進
桂川・相模
川流域協議
会相模川よ
こはま地域
協議会の発
足（１６年度）

桂川・相模
川流域協議
会湘南地域
協議会の発
足

「酒匂川水
系保全協議
会」に参画

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の行動
指針の採択
（５項目）

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の推進

「酒匂川・
鮎沢川水系
サミット宣
言」の推進
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�「神奈川県環境審議会の点検」に対する県の対応状況

No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

○ア１７年度に対応
します
○イ１８年度に対応
する予定です
○ウ今後検討し
ていきます
○エ対応が困難
です

※対応区分「○ア」は、現在既に取
り組んでいるものも含む

１ 進捗状況全般 － 神奈川県環境基本計画は、環境
保全型社会かながわを目指して、
循環型社会の形成や、自動車交通
公害、地球温暖化、化学物質問題
などの現下の環境問題解決に向け
た環境政策の総合的計画として４４
の目標設定項目と１８の重点的課題・
プロジェクトを設定しているが、
各課題の改善に向けて概ね着実な
取組を推進している。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定いたしまし
た環境基本計画の中で引き続き各
項目の施策展開に努めてまいりま
す。

環境計画課

２ 進捗状況全般 － 平成１６年度の進捗状況を指標面
から見ていくと、大気環境におい
て、ディーゼル車対策など「神奈
川県自動車 NOx･PM 総量削減計
画」の着実な実施により、二酸化
窒素と浮遊粒子状物質（SPM）の
環境基準の達成局率が上昇し、と
りわけ浮遊粒子状物質（SPM）に
ついては、環境基準の達成局率が
大幅に上昇した一方で、「光化学ス
モッグ注意報発令日数の削減」に
ついては、改善が見られない状況
にある。
水域環境においては、「地下水質

の環境基準の達成」について改善
に遅れが見られる。
また、「自然環境保全地域の新規指
定の推進」など都市の緑地保全に
おいて改善に遅れが見られる。
「光化学スモッグ注意報発令日数の
削減」や「地下水質の環境基準の
達成」などは昨年度に引き続き改
善に遅れが見られる状況にあり、
これらは抜本的な対策がないこと
など、短期間での評価は難しいも
のであるが、一層の取組を進めて
いく必要がある。

○ウ今後検討し
ていきます

光化学スモッグの原因物質のひ
とつである揮発性有機化合物
（VOC）については、大気汚染防
止法の改正により平成１８年度から
規制が開始されることから、より
一層の排出削減に努めてまいりま
す。
地下水質については、概況調査

等において新たに汚染が判明した
ものは周辺調査を行って原因の追
及を行い、原因が判明した段階で
浄化対策の検討を行っています。
現在の地下水汚染は過去の汚染
によるものが大部分であり、広域
にわたる汚染や原因者が不明な汚
染の場合は効果的な浄化対策が取
れず、短期間での環境基準達成が
困難となっておりますが、今後と
も、継続的な水質モニタリングに
取り組んでまいります。
自然環境保全地域等の新規指定
にあたっては、地元市町村や地権
者の理解・協力を得ながら推進す
る必要があることから、短期に指
定することは困難ですが、その地
域の特性に適した手法を組み合わ
せながら、緑地保全を推進してま
いります。

大気水質課
緑政課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

３ 進捗状況全般 － 「重点的課題・プロジェクト」に
ついては、２００４（平成１６）年度ま
でを基本的な期間としつつ個別に
設定しているが、これまでの進捗
状況を見ると、ほとんどの項目が、
改善は見られるものの、現時点で
は、目的達成とは言い難い状況と
なっている。
それぞれの課題は一朝一夕に解

決することは難しいものであるが、
課題解決に向け、一層の取組を進
めていく必要がある。

○ア１７年度に対応
します

これまで「重点的課題・プロジェ
クト」として取り組んできたもの
の中で、より一層の取組が必要な
ものについては、必要な見直しを
行った上で平成１７年１０月に改定さ
れた環境基本計画のプロジェクト
として位置付け重点的な取組を進
めてまいります。

環境計画課

４ 進捗状況全般 － 「目標設定項目」についてこれま
での進捗状況を見ると、各目標に
向かって、概ね改善が進められて
いる。
ただし、上記（２）のとおり、

一部に改善に遅れが見られるもの
があり、特に「CO２排出量の削減」
については、２００４（平成１６）年の
データはまだ出ていないものの、
現時点での最新のデータである
２００２（平成１４）年の県内の総排出
量（暫定推計値）は、基準年であ
る１９９０（平成２）年に比べ９．１％の
増加となっている状況にある。
２００５（平成１７）年２月の京都議
定書発効を受け、CO２排出量の削
減は喫緊の課題となっているが、
CO２は、人間活動のあらゆる局面
から生じるものであることから、
県民、企業、NPO、行政などあら
ゆる行動主体が協働・連携して、
CO２の排出量削減に向けて実効性
のある取組を強力に展開していく
ことが必要である。

○ア１７年度に対応
します

CO２排出量の削減については、
県民、企業、行政から構成される
「かながわ地球環境保全推進会議」
が採択した「新アジェンダ２１かな
がわ」において削減の数値目標を
設定し、主体ごとに主な取組項目
を提示しており、各主体が実効性
ある取組を行っているところです。
現在、この数値目標の見直し作業
を行っており、各主体の意識を高
め、自主的取組を促進することを
基本として、各主体間の連携を強
化すること等を盛り込み、県民意
見募集を行った上で、最終案をま
とめ、今年度中に改訂を行う予定
です。

環境計画課

５ 進捗状況全般 － 計画の進捗状況について、県民
意見募集を行っているが、進捗状
況点検調書がわかりにくいとの県
民意見が寄せられている。
環境基本計画を県民参加で推進

していくためには、施策の実施状
況とその効果をわかりやすく示し
た上で、県民から意見をいただく
ことが重要であり、施策の進捗状
況や神奈川の環境の状態がどう
なっているのかなど点検に必要な
情報の効果的な提供方法を検討し
ていく必要がある。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１７年１０月に環境基本計画が
改定されたことに伴い、進捗状況
点検調書をわかりやすく見直すと
ともに、施策等を実施した結果、
神奈川の環境の状態がどうなって
いるのかを表すため設定した指標
の経年変化をグラフ等で分かりや
すく県民の皆様に情報提供してま
いります。

環境計画課

県
の
取
組
に
対
す
る
評
価

184



No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

６ 目標設定項目 「１二酸化窒
素の環境基
準の達成」

「二酸化窒素環境基準の達成」に
ついては、横浜・川崎・横須賀市
域以外の二酸化窒素に係る環境基
準達成局率は、９０％以上の高水準
で推移し、横浜・川崎・横須賀市
を含めた全県域では、２００４（平成
１６）年度実績で達成局率は９５％と
改善が見られる。
また、地域公害防止計画の対象

地域外の地域について、２０１０（平
成２２）年度までに県の環境目標値
を達成・維持することについては、
２００４（平成１６）年度実績で達成局
率は５６％と上昇している。
ディーゼル車対策など「神奈川

県自動車 NOx･PM 総量削減計画」
の着実な実施により、全県的に濃
度が低下しており、これまでの取
組の成果が上がっているが、特定
の地域については常に環境基準を
上回っている状況であり、今後は、
それら環境基準未達成の地域に対
する重点的な取組についての検討
が必要である。

○ア１７年度に対応
します

自動車 NOx･PM 法に基づき策
定した「神奈川県自動車排出窒素
酸化物及び粒子状物質総量削減計
画」（以下「総量削減計画」とい
う。）の着実な目標達成を図るた
め、総量削減計画の進捗状況を管
理するとともに、その進捗状況を
踏まえ、環境基準の達成が困難と
見込まれる地域については、地域
の状況に応じた効果的な取組の検
討等を行ってまいります。

大気水質課

７ 目標設定項目 「２光化学ス
モッグ注意
報発令日数
の削減」

「光化学スモッグ注意報発令日数
の削減」については、発令日数が
２０００（平成１２）年度から２００４（平
成１６）年度までの５年間平均で
１１．２日と、これまでと比較して最
大の発令日数となっている。
光化学スモッグの発生は気象条

件等に左右される要素が大きいこ
ともあり、目標達成は難しい状況
にあるが、光化学スモッグの原因
といわれている炭化水素系を含め
た揮発性有機化合物（VOC）規制
が２００６（平成１８）年度から開始さ
れることを踏まえ、炭化水素や窒
素酸化物等の一層の排出削減を
図っていく必要がある。

○ウ今後検討し
ていきます

光化学スモッグの原因物質のひ
とつである揮発性有機化合物
（VOC）については、大気汚染防
止法の改正により平成１８年度から
規制が開始されることから、より
一層の排出削減に努めてまいりま
す。

大気水質課

８ 目標設定項目 「３浮遊粒子
状物質（SPM）
の環境基準
の達成」

「浮遊粒子状物質（SPM）の環
境基準達成」については、ディー
ゼル車対策など「神奈川県自動車
NOx･PM 総量削減計画」の着実な
実施により、２００４（平成１６）年度
の環境基準達成局率は９８％と前年
度の６５％から大幅に上昇しており、
目標達成に向け順調に推移している。
しかし、２００４（平成１６）年度に
おいては、自動車排出ガス測定局
の達成局率が１００％になっているの
に対し、一般環境大気測定局の達
成局率が９６．７％となっており、今
後は、固定発生源からの揮発性有
機化合物（VOC）対策の強化の取
組が必要である。

○ウ今後検討し
ていきます

事業所からの揮発性有機化合物
（VOC）対策については、これま
で神奈川県生活環境の保全等に関
する条例等に基づき、化学物質の
自主管理と管理の改善を推進する
中で削減対策を進めてまいりまし
たが、平成１８年度からは大気汚染
防止法の改正により VOC 規制が
開始されますので、これらに基づ
き、より一層の削減を図ってまい
ります。

大気水質課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

９ 目標設定項目 「５道路交通
騒音の要請
限度達成」
「２１新 幹 線
騒音の環境
基準の達成」
「２２航 空 機
騒音の環境
基準の達成」

「道路交通騒音の要請限度達成」、
「新幹線騒音の環境基準の達成」及
び「航空機騒音の環境基準の達成」
については、改善が見られるもの
の、目標の達成にはさらなる取組
が必要である。

○ア１７年度に対応
します

道路騒音については、道路管理者など
の関係機関と連携し、道路状況に応じた
対応の検討を引き続き進めてまいります。
新幹線騒音については、環境基準未達

成地域について JR 東海に対策を要請す
るなどの対応を引き続き行ってまいります。
米軍機による航空機騒音については、

厚木基地騒音対策協議会等を通じて、騒
音問題の抜本的解決を図るよう、日米両
政府に要請しており、今後も引き続き働
きかけていきます。

大気水質課

１０ 目標設定項目 「６公共用水
域（河 川、
湖沼、海域）
の環境基準
の達成」
「１０生 活 排
水処理率の
向上」

「公共用水域（河川、湖沼、海域）
の環境基準の達成」、「生活排水処
理率の向上」については、生活排
水処理率の着実な向上等により、
生活環境項目は２００４（平成１６）年
度の環境基準達成率が９０．２％と上
昇しているが、生活排水処理率の
地域間格差などの課題があり、生
活排水処理率１００％達成に向けて一
層の取組が必要である。

○ア１７年度に対応
します

本県の生活排水処理率は、水源地域で
あるダム周辺の市町村において整備の遅
れがみられます。このため、本県では合
併処理浄化槽整備費補助制度において、
ダム集水域は一般地域よりも手厚い補助
の仕組みとするなど、整備の促進を図っ
ております。
また、平成１９年度からは水源環境を保

全再生するための新たな財源により、県
内ダム集水域における公共下水道や、合
併処理浄化槽（高度処理型）の整備を一
層推進してまいります。

大気水質課

１１ 目標設定項目 「１２地 下 水
質の環境基
準の達成」

「地下水質の環境基準の達成」に
ついては、環境基準達成率の改善
があまり見られず、環境基準項目
のうち「硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素」の超過率が最も高くなって
いる。「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒
素」は、汚染原因が農地施肥、家
畜排せつ物や生活排水など多岐に
わたっており、汚染が広範囲に及
んでいる場合もあり、関係機関に
よる連絡調整会議を設置し、各々
の状況に応じた対策の検討を進め
ていると聞いているが、今後とも、
家畜排せつ物処理法による適正処
理や環境保全型農業の推進による
施肥の適正化及び生活排水処理施
設の整備等の対策を推進していく
必要がある。

○ア１７年度に対応
します

平成１５年度から県庁内に「硝酸性窒素
に関する連絡調整会議」を設置し、汚染
が顕在化している地域に対して、関係機
関による情報交換及び密接な連携による
汚染原因や汚染対策の検討を行ってきま
した。
今後とも、汚染の原因究明と有効な対

策について、水質保全施策を所管する大
気水質課と家畜排せつ物の管理の適正化
及び利用の促進に関する法律を所管する
畜産課、環境保全型農業の推進を進めて
いる農業振興課等の関係機関が共同で検
討を継続していきます。
個別の対策については、次のように対

応してまいります。
①農地の施肥について、今後とも環境保
全型農業の推進により、適正化に向け推
進してまいります。
②家畜排せつ物については、平成１６年１１
月に家畜排せつ物の管理の適正化及び利
用の促進に関する法律が完全施行され、
法律の管理基準が適用される畜産農家に
おいて、引きつづき適正な管理が行われ
るよう指導してまいります。また、有効
活用のため堆肥化を推進しており、畜産
農家の要望に応じて処理施設等の整備を
支援しております。
③生活排水処理施設の整備については、
神奈川県生活排水処理施設整備構想に基
づき、生活排水処理率が平成２２年度に概
ね１００％となるように下水道、合併処理
浄化槽、農業集落排水施設の整備を着実
に進めます。

大気水質課
農業振興課
畜産課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

１２ 目標設定項目 「１６廃 棄 物
の県内処理
１００％をめざ
した取組の
推進」

「廃棄物の県内処理１００％をめざ
した取組の推進」については、産
業廃棄物の排出量削減では、２００３
（平成１５）年度に２００６（平成１８）年
度の目標値を既に達成しており、
最終処分量は１９９８（平成１０）年度
の実態調査時に比べ減少している。
また、一般廃棄物については、

排出量の増加傾向に歯止めがか
かってきた上、最終処分量は再生
利用の増加等により減少しており、
各市町村において廃棄物の発生抑
制・再生利用の推進が本格化して
いることから、目標達成に向け進
展している状況にある。しかし、
産業廃棄物及び一般廃棄物の各目
標を達成するために、平成１７年３
月に改訂した神奈川県廃棄物処理
計画に基づき県民、事業者、市町
村などと連携・協力しながら廃棄
物の発生抑制・再生利用の推進を
図る必要がある。

○ア１７年度に対応
します

循環型社会づくりに向けた取組
を一層強めていくという基本的な
考え方のもので、２００５（平成１７）年
３月に神奈川県廃棄物処理計画を
改訂いたしました。
今後は、改訂した処理計画に基

づき、廃棄物の発生抑制、資源化、
適正処理の推進を図ってまいりま
す。

廃棄物対策課

１３ 目標設定項目 「２３自 然 環
境保全地域
の新規指定
の推進」
「２４ト ラ ス
トによる新
規緑地保全
の推進」
「３１都 市 に
おける施設
緑地の整備
面 積、保 全
緑地の指定
面積の拡大」

「自然環境保全地域の新規指定の
推進」、「トラストによる新規緑地
保全の推進」及び「都市における
施設緑地の整備面積、保全緑地の
指定面積の拡大」については、そ
れぞれ目標達成が難しい状況にあ
る。
各々の地域指定等については、
市町村や地権者等関係者の理解・
協力が欠かせないことから短期に
成果を上げることは困難である。
しかしながら本県においては、都
市部において緑地の減少が進んで
いることから、都市部におけるみ
どりの保全は喫緊の課題であり、
都市地域全体における緑地保全施
策の一環として、関係者の理解・
協力を得ながら、地域制緑地の指
定をはじめ、トラストによる緑地
の保全や、農家、地域住民、行政
などの協働による里山の保全等、
様々な手法を組み合わせながら、
みどりの保全をより一層推進して
いく必要がある。
また、相続の発生に伴い緑地が

開発用地として転用される事例が
多いことから、現行の相続税制度
の見直しについても国に働きかけ
ていく必要がある。

○ウ今後検討し
ていきます

ご指摘のとおり、都市部におい
ては緑地の保全のための新規指定
は、目標達成が難しい一方で、喫
緊に保全が必要な地域であること
から、現在策定中の「新たなみど
りの計画（仮称）」においては、県
内をみどりの特性に着目した９つ
の区域に設定し、それぞれの特性
にあった保全を、地域制緑地の指
定をはじめとする様々な手法を用
いて推進するとともに、みどりの
質を高めるための事業についても
取り組み、生物多様性の確保を推
進していくこととしています。
また、相続税をはじめとする税

制度の見直しについては、引き続
き国に働きかけてまいります。

緑政課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

１４ 目標設定項目 「３３CO２排出
量の削減」

「CO２排出量の削減」について
は、「２０１０年（平成２２年）の CO２排
出量を１９９０年（平成２年）対比で
６％削減する」との目標に対して、
２００２年（平成１４年）の排出量（暫
定推計値）は１９９０年（平成２年）
対比で９．１％の増加となっている。
県民・NPO、企業、行政などの行
動主体による取組は進められてい
るものの CO２排出量の増加を踏ま
え各行動主体がそれぞれの取組を
強化していくことが求められてい
る。
現在、「京都議定書目標達成計画」

の策定を受けて、「神奈川県地球温
暖化対策地域推進計画」と位置づ
けられている「新アジェンダ２１か
ながわ第５章数値目標」の改訂を
行っていると聞いているが、新た
な目標を確実に達成するために、
県民・NPO、企業、市町村などと
協働・連携した実効ある取組を盛
り込むなど対策を強化する必要が
ある。

○ア１７年度に対応
します

CO２排出量の削減については、
県民、企業、行政から構成される
「かながわ地球環境保全推進会議」
が採択した「新アジェンダ２１かな
がわ」において削減の数値目標を
設定し、主体ごとに主な取組項目
を提示しており、各主体が実効性
ある取組を行っているところです。
現在、この数値目標の見直し作業
を行っており、各主体の意識を高
め、自主的取組を促進することを
基本として、各主体間の連携を強
化すること等を盛り込み、県民意
見募集を行った上で、最終案をま
とめ、今年度中に改訂を行う予定
です。

環境計画課

１５ 重点的課題・
プロジェクト

「１自動車交
通公害対策
の総合的推
進」

「自動車交通公害対策の総合的推
進」については、県のディーゼル
車対策など「神奈川県自動車
NOx･PM 総量削減計画」の着実な
実施により、全県的に二酸化窒素
や浮遊粒子状物質の濃度が低下し
ており、環境基準の達成局率は目
標達成に向け順調に推移している
が、特定の地域については常に環
境基準を上回っている状況であり、
今後は、それら環境基準未達成の
地域に対する重点的な取組につい
ての検討が必要である。

○ア１７年度に対応
します

自動車 NOx･PM 法に基づき策
定した「神奈川県自動車排出窒素
酸化物及び粒子状物質総量削減計
画」（以下「総量削減計画」とい
う。）の着実な目標達成を図るた
め、総量削減計画の進捗状況を管
理するとともに、その進捗状況を
踏まえ、環境基準の達成が困難と
見込まれる地域については、地域
の状況に応じた効果的な取組の検
討等を行ってまいります。

大気水質課

１６ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

「廃棄物の発生抑制・リサイクル
と適正処理の推進」については、
産業廃棄物の排出量、最終処分量
は１９９８（平成１０）年度の実態調査
時に比べ減少しており、一般廃棄
物の排出量は、増加傾向に歯止め
がかかってきた上、最終処分量は
再生利用の増加により減少してい
る。
これまでの取組状況を踏まえ

２００５（平成１７）年３月に改訂した
「神奈川県廃棄物処理計画」に基づ
き、引き続き循環型社会形成に向
けて、県民、事業者、市町村など
と連携・協力しながら、廃棄物の
発生抑制の推進を図るとともに、
再生利用、適正処理の取組をさら
に進める必要がある。

○ア１７年度に対応
します

循環型社会づくりに向けた取組
を一層強めていくという基本的な
考え方のもので、２００５（平成１７）年
３月に神奈川県廃棄物処理計画を
改訂いたしました。
今後は、改訂した処理計画に基

づき、廃棄物の発生抑制、資源化、
適正処理の推進を図ってまいりま
す。

廃棄物対策課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

１７ 重点的課題・
プロジェクト

「５化学物質
環境保全対
策の総合的
推進」

「化学物質環境保全対策の総合的
推進」については、「特定化学物質
の環境への排出量の把握等及び管
理の改善の促進に関する法律」（い
わゆる PRTR 法）に基づく届出や
県民、事業者のリスクコミュニケー
ションの取組が進められ、２００５（平
成１７）年４月からは神奈川県生活
環境の保全等に関する条例に基づ
き、事業者からの化学物質管理目
標の報告等自主的な取組の推進が
図られている。これらの取組によ
り全体としては化学物質について
の意識は高まっているものの地域
住民の関心はまだ低い状況にある。
今後とも、県民、事業者などの理
解のもとに化学物質による環境リ
スクの低減を図っていく必要があ
る。

○ア１７年度に対応
します

２００５年から始まった事業者の化
学物質自主管理目標とその達成状
況の報告を取りまとめホームペー
ジ等で公表する取組により、事業
者の取組を推進するとともに、化
学物質セミナーなどにより県民へ
の理解の増進を図っています。
また、地域におけるモデルリス

クコミュニケーションにより地域
住民の関心を高める取組をしてお
り、今後も継続してまいります。

大気水質課

１８ 重点的課題・
プロジェクト

「７丹沢大山
の自然環境
保全対策の
推進」

「丹沢大山の自然環境保全対策の
推進」については、木道の設置な
どは概ね計画どおり進捗している
が、オゾン等の大気汚染物質の影
響によるブナの立ち枯れやシカの
採食による林床植生の衰退などが
進行しており、２００４（平成１６）年
度から２００５（平成１７）年度まで実
施する丹沢大山総合調査も踏まえ
総合的な自然環境管理を進める必
要がある。

○イ１８年度に対応
する予定です

現在実施されている丹沢大山総
合調査が平成１７年度一杯で終了し、
平成１８年夏頃には政策提言される
予定です。この提言に基づき、平
成１８年度中に新たな丹沢大山保全
計画を策定し、平成１９年度から保
全計画に盛り込まれた事業を着実
に実施していきます。
また、ニホンジカ保護管理につ

いても、現在の保護管理計画を平
成１８年度に改定し、平成１９年度か
ら新たな計画に基づき、個体数の
維持に配慮しながら、個体数調整、
生息環境管理などに取り組みます。

緑政課

１９ 重点的課題・
プロジェクト

８良質な水
を育む豊か
な森林づく
り

「良質な水を育む豊かな森林づく
り」については、水源林の確保・
整備やダム貯水池の環境保全対策
などが着実に進められているが、
水源地域において森林の荒廃が進
んでおり、将来にわたって良質な
水を安定的に確保していくために
は、水源地域における森林の保全
と再生に向けての対策や水質保全
対策などの一層の推進とそのため
の財源の確保が必要である。

○ア１７年度に対応
します

県民に将来にわたって良質な水
を安定的に確保していくため、水
源環境の保全・再生をめざした２０
年間の取組全体を示す「かながわ
水源環境保全・再生施策大綱」と、
この施策大綱を踏まえ最初の５年
間に取り組む「かながわ水源環境
保全・再生実行５か年計画」を策
定し、平成１９年度から計画に盛り
込んだ事業を実施することとして
おります。なお、財源の確保につ
いては、「水源環境保全・再生実行
５か年計画」における新規必要額
を賄うため、県税条例の一部を改
正し、個人県民税の超過課税を講
じる条例案が平成１７年９月定例会
において可決され、平成１９年度か
ら導入されることとなりました。

土地水資源
対策課
税務課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

２０ 重点的課題・
プロジェクト

「１２都 市 の
みどりの創
造と保全」

「都市のみどりの創造と保全」に
ついては、緑地保全地区の拡大な
ど一定の成果は上がっているが、
目標達成は難しい状況にある。
各々の地域指定等については、
市町村や地権者等関係者の理解・
協力が欠かせないことから短期に
成果を上げることは困難であるが、
本県では、都市部において緑地の
減少が進んでいることから、都市
公園の整備や法令に基づく地域制
緑地の指定をはじめ、トラストに
よる緑地の保全や、農家、地域住
民、行政などの協働による里山の
保全等、様々な手法を組み合わせ
ながら、みどりの保全をより一層
推進していく必要がある。

○ウ今後検討し
ていきます

ご指摘のとおり、都市部におい
ては緑地の保全のための新規指定
は、目標達成が難しい一方で、喫
緊に保全が必要な地域であること
から、現在策定中の「新たなみど
りの計画（仮称）」においては、県
内をみどりの特性に着目した９つ
の区域に設定し、それぞれの特性
にあった保全を、地域制緑地の指
定をはじめとする様々な手法を用
いて推進するとともに、みどりの
質を高めるための事業についても
取り組み、生物多様性の確保を推
進していくこととしています。

緑政課

２１ 重点的課題・
プロジェクト

「１４地 球 温
暖化防止対
策の総合的
推進」

「地球温暖化防止対策の総合的推
進」については、県民・NPO、企
業、行政などの行動主体による取
組は進められているものの、県内
の CO２排出量は増加しており、各
行動主体がそれぞれの取組を強化
していくことが求められている。
２００５年（平成１７年）４月に国が
策定した「京都議定書目標達成計
画」を受けて、本県における地球
温暖化対策地域推進計画である
「新アジェンダ２１かながわ第５章数
値目標」を改訂するとのことであ
るので、県民・NPO、企業、市町
村などが協働・連携した有効な対
策を盛り込み、新たな数値目標を
着実に達成する必要がある。

○ア１７年度に対応
します

CO２排出量の削減については、
県民、企業、行政から構成される
「かながわ地球環境保全推進会議」
が採択した「新アジェンダ２１かな
がわ」において削減の数値目標を
設定し、主体ごとに主な取組項目
を提示しており、各主体が実効性
ある取組を行っているところです。
現在、この数値目標の見直し作業
を行っており、各主体の意識を高
め、自主的取組を促進することを
基本として、各主体間の連携を強
化すること等を盛り込み、県民意
見募集を行った上で、最終案をま
とめ、今年度中に改訂を行う予定
です。

環境計画課

２２ 重点的課題・
プロジェクト

「１５環 境 分
野における
国際協力の
推進」

「環境分野における国際協力の推
進」については、これまでも着実
な取組を行ってきているが、地球
環境問題が人類共通の課題である
ことを踏まえ、東南アジア地域に
おける具体的な環境改善に向けた
取組を展開するなど、より実効あ
る国際協力を進めていく必要があ
る。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、プロジェクトに「国
際環境協力の推進」を位置付け、
国際環境自治体協議会（ICLEI）に
加盟し、先進事例等の情報の入手、
世界の自治体と連携した事業の実
施、本県の蓄積した技術や専門的
な知識、情報等の提供を行うとと
もに、東南アジアで廃棄物分野に
おける具体的な環境改善を図るプ
ロジェクトや太陽光発電パネルを
活用した環境教育プロジェクトを
行うことなどを通じて、環境分野
での国際協力を図ってまいります。

環境計画課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

２３ 重点的課題・
プロジェクト

「１６ラ イ フ
スタイルの
転換の促進」
「１７環 境 に
配慮した産
業の形成支
援」

今日の環境問題の多くが日常の
生活や事業活動に起因しているこ
とから、ライフスタイルや事業活
動をより環境に配慮したものにし
ていくことが求められているが、
「ライフスタイルの転換の促進」に
ついては、普及啓発だけでは限界
があることから、一人ひとりの意
識と行動を変革することが課題に
なっており、環境情報の提供の充
実や総合的な環境教育の推進を
図っていくことが必要である。
また、「環境に配慮した産業の形

成支援」については、「環境と経済
の両立」に向けて、これまでの ISO
１４００１の認証取得支援などの取組の
ほか、環境に配慮した商品や事業
活動が消費者等に支持され、環境
に配慮することが事業活動に有利
に展開されていくように誘導する
ことが課題になっており、環境に
配慮した商品の生産・流通・消費
を促進する取組などを推進してい
くことが必要である。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、プロジェクトに、
県の環境情報ホームページ「かな
がわの環境」やメールマガジン等
を活用したわかりやすい環境情報
の提供や、学校・地域における環
境教育の推進を行う「環境教育の
推進と基盤づくり」を位置付け、
環境情報の提供及び環境教育の充
実を図ってまいります。
また、環境に配慮した産業の形

成支援につきましては、プロジェ
クトとして、ISO１４００１の認証取得
支援などの取組を行う「環境に配
慮した事業活動の促進」のほか、
「環境ビジネスの振興」を位置付
け、グリーン購入の取組などを進
めてまいります。

環境計画課
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�「県民意見」に対する県の対応状況

No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

○ア１７年度に対応
します
○イ１８年度に対応
する予定です
○ウ今後検討し
ていきます
○エ対応が困難
です

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

※対応区分「○ア」は、現在既に取
り組んでいるものも含む

１ 目標設定項目 「１二酸化窒
素の環境基
準の達成」

○固定発生源対策

大気汚染改善のためには、濃度
とともに発生総量を削減していく
ことが重要だ。NOx は移動発生源
（自動車等）は年々減少している
が、固定発生源（ばい煙発生施設
等）が逆に増加してきているのは
重大である。新規立地に対する環
境影響評価等における甘い対応も
原因であると考える。

○ア１７年度に対応
します

窒素酸化物に係る固定発生源に
ついては、これまでも「神奈川県
生活環境の保全等に関する条例」
に基づき、県内全域で大規模排出
者の総量規制を実施しております。
また、平成１５年度に一般環境大気
測定局で達成率が１００％となり、自
動車排出ガス測定局においても改
善が進んできておりますので、引
き続き規制基準の遵守等、指導の
徹底を図ってまいります。
新規立地等に対する環境影響評
価につきましては、県としては、
事業の実施が環境に及ぼす影響に
ついての調査、予測及び評価を実
施することにより環境保全対策が
適切に行われるよう環境影響評価
技術指針を定め、運用するととも
に、環境影響評価審査会の意見を
聴き、適切に審査を行っておりま
す。
今後とも良好な環境の保全及び
創造に資するよう環境影響評価制
度の適切な運用に努めてまいりま
す。

大気水質課
環境計画課

２ 目標設定項目 「２光化学ス
モッグ注意
報発令日数
の削減」

○光化学スモッグ注意報発令日数

光化学スモッグ注意報発令日数
の増加傾向も NOx 対策など基本
的施策に弱点を抱えていることを
示している。

○ウ今後検討し
ていきます

近年の光化学スモッグ注意報発
令状況をみると、必ずしも NOx
対策だけでは対応できない要因が
認められるため、事業所からの揮
発性有機化合物（VOC）対策につ
いては、これまで神奈川県生活環
境の保全等に関する条例等に基づ
き、削減対策を進めてまいりまし
た。
平成１８年度からは大気汚染防止
法の改正により VOC 規制が開始
されますので、これらに基づき、
より一層の削減を図ってまいりま
す。

大気水質課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

３ 目標設定項目 「９相模湾へ
の 窒 素・リ
ン排出量の
削減」

○目標設定内容の見直し

１３年度までの削減目標が掲げら
れ、目標を達成したとあるが、さ
らなる削減目標を掲げる必要はな
いのか。

○エ対応が困難
です

相模湾は、閉鎖性水域である東
京湾と異なり開放型の湾であるた
め、赤潮は沿岸の一部に発生する
のみで富栄養化防止のための窒素、
リンの類型指定は受けておりませ
ん。
また、下水道や浄化槽の整備等

の生活排水対策や畜産・農業排水
対策等も着実に進んでおり、窒素、
リンの水質状況はここ数年横ばい
で悪化の状況は見えておらず、現
段階で更なる削減目標の導入は必
要ないと考えております。

大気水質課

４ 目標設定項目 「１６廃 棄 物
の県内処理
１００％をめざ
した取組の
推進」

○県内処理１００％について

廃棄物問題で県内処理１００％を掲
げるのは間違いで、廃棄物としな
いクリーンプロダクションを進め
るべきである。危険性や根本的な
問題を隠蔽しており論点すり替え
である。

○エ対応が困難
です

循環型社会づくりを進めるため
には、廃棄物の発生抑制、資源化
にできる限り取り組み、その上で
どうしても出る廃棄物については、
熱回収や焼却灰の資源化等に努め
ながら、その適正処理を図る必要
があると考えております。
「廃棄物県内処理１００％」につき
ましては、他県に迷惑を懸けない
ように、私たちのくらしや経済活
動から排出される廃棄物を自らの
問題として、できる限り自らの地
域で処理していくという、県民、
事業者、市町村と県が、ともに目
指すべき方向性を指し示す基本的
な理念として、神奈川県廃棄物処
理計画の基本目標に設定しており
ます。

廃棄物対策課

５ 目標設定項目 「２３自 然 環
境保全地域
の新規指定
の推進」

○自然環境保全地域の新規指定

自然環境保全地域の新規指定に
ついて指定面積の県土に占める割
合が、４．６４４％というのは他の都道
府県と比較してものすごい努力を
しているのが分かった。ただ、２００６
年度新規指定１００ha は無理かもし
れないが、がんばって欲しい。

○ウ今後検討し
ていきます

豊かで貴重な自然を保全してい
くために、地元市町村や地権者の
方々の理解・協力を得ながら、新
規指定を推進してまいります。

緑政課

６ 目標設定項目 「２４ト ラ ス
トによる新
規緑地保全
の推進」

○トラストの緑地保全面積

トラストの緑地保全面積が２００４
年度に減少したのはなぜか。

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

トラスト運動により保全される
緑地のうち、市町村が実施する緑
地の借り入れ事業については、か
ながわトラストみどり財団が事業
費の助成をして保全を図っており、
当該市町村の保全面積が減少した
等によるものです。

緑政課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

７ 目標設定項目 「２６資 源 管
理型漁業の
推進」

○「若干」の定義

漁獲制限魚種の設定状況で「若
干」と記載されていますが、ここ
での「若干」の定義を教えてくだ
さい。

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

漁獲割当量については、魚種毎
に各県に割当量が配分されていま
す。神奈川県の漁獲量は少ないた
め全て若干となっており、現状以
上に漁獲努力量（漁船隻数、操業
日数など漁労の作業量）を増加さ
せることがないようにするととも
に採捕の数量が前年の採捕実績程
度となるようにするものです。

水産課

８ 目標設定項目 「２９街 路 樹
の整備の推
進」

○街路樹の整備の促進

２００４年度に目標整備延長を達成
したとのことですが、まだまだ街
路樹の整備をしたほうがよいと思
われるところがあるので引き続き
整備して欲しい。

○ア１７年度に対応
します

今後も沿道地域の状況などを踏
まえながら、街路樹の整備に取り
組んでいきます。

道路管理課
道路整備課

９ 目標設定項目 「３３CO２排出
量の削減」

○行政、企業、市民の連携策

２月に京都議定書が発効したに
も関わらず県内の排出量が４．６％増
加したのは問題。行政、企業、市
民の連携したより一層の取組をし
なければならない。

○ア１７年度に対応
します

CO２排出量の削減については、
県民、企業、行政から構成される
「かながわ地球環境保全推進会議」
が採択した「新アジェンダ２１かな
がわ」において削減の数値目標を
設定し、主体ごとに主な取組項目
を提示しており、各主体が実効性
ある取組を行っているところです。
現在、この数値目標の見直し作業
を行っており、各主体の意識を高
め、自主的取組を促進することを
基本として、各主体間の連携を強
化すること等を盛り込み、県民意
見募集を行った上で、最終案をま
とめ、今年度中に改訂を行う予定
です。

環境計画課

１０ 目標設定項目 「３４ク リ ー
ン エ ネ ル
ギーの導入
促進」

○クリーンエネルギー誘導策

国による太陽光発電の補助金の
ような県民が積極的に設置しよう
というインセンティブをもたらす
ような施策を希望する。

○ウ今後検討し
ていきます

クリーンエネルギー誘導策につ
いては、県内での太陽光発電設備
の導入促進を推進するため、普及
啓発の仕組みづくり、経済的イン
センティブをもたらす仕組みづく
りについて、検討を行っておりま
す。具体的には、太陽光発電によ
る CO２削減分を環境価値として評
価し、グリーン電力証書の形で企
業等に買い取ってもらい、一般家
庭への導入を支援するしくみ（神
奈川モデル）について、検討を行っ
ており、平成１８年度も引き続き検
討してまいります。

環境計画課

１１ 目標設定項目 「３４ク リ ー
ン エ ネ ル
ギーの導入
促進」

○クリーンエネルギー導入指針策

定市町村

県内市町村のクリーンエネル
ギー導入指針を策定しているのが
１０市町村というのは少なすぎる。

○ウ今後検討し
ていきます

県内市町村のクリーンエネル
ギー導入指針の策定については、
今後、必要な協力を行うとともに、
策定が促進されるようはたらきか
けてまいります。

環境計画課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

１２ 目標設定項目 「３５環 境 に
やさしい商
品の普及率
向上」

○もったいない運動

先日、新聞で県の「もったいな
い運動」についての記事が掲載さ
れていた。すばらしい取組だと思
うがあれは、環境基本計画のどこ
にあるのか。

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

重点的課題・プロジェクトの「ラ
イフスタイルの転換の促進」が該
当します。また、平成１７年１０月に
改定した環境基本計画では、プロ
ジェクトに「パートナーシップの
取組の推進」を設定し、マイアジェ
ンダ登録等の「パートナーシップ
による地球環境保全の推進」を展
開してまいります。

環境計画課

１３ 目標設定項目 「３５環 境 に
やさしい商
品の普及率
向上」

○もったいない運動

市町村や学校にも県の「もった
いない運動」を広げたらどうか。

○ア１７年度に対応
します

鎌倉市では、職員を中心にマイ
アジェンダ制度への個人登録を推
進している他、東京電力等の民間
企業からも登録いただいておりま
す。また、県内の小・中学校を対
象に、もったいないという日本独
自の精神を認識してもらい日常生
活の中で、環境配慮活動の実践に
繋げる「もったいないから始めよ
う！作文コンクール」を今年度か
ら実施しております。今後も県民
一人ひとりが環境配慮を実践し、
その取組の「輪」が広がるようマ
イアジェンダ登録を呼びかけてま
いります。

環境計画課

１４ 重点的課題・
プロジェクト

「１自動車交
通公害対策
の総合的推
進」

○自動車交通公害対策の推進

ディーゼル自動車規制の効果が
あったのか、なかったのかこの調
書からは分からない。

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

ディーゼル自動車の運行規制は
平成１５年１０月から実施しておりま
す。
浮遊粒子状物質の環境基準達成
局率は平成１４年度の４６％から平成
１６年度の９８％に大幅に改善されて
おり、ディーゼル自動車運行規制
を含めた自動車交通公害対策の効
果と考えております。

大気水質課

１５ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

○ごみ処理広域化計画

通達に端を発するごみ処理広域
化計画はいらない。

○エ対応が困難
です

ごみ処理広域化計画については、
ごみの減量化・資源化の推進によ
る循環型社会の構築とごみの適正
処理による環境負荷の軽減を目的
とし、生産、流通、消費、廃棄等
の各段階において、ごみの発生抑
制、再使用・再資源化によりごみ
の排出を抑制し、焼却量の削減を
図ることとしています。現在、市
町村がブロックごとに共同して、
地域の実情を考慮しながら、実施
計画の策定に向けて、自主的に検
討を進めており、県は、必要な助
言、支援に努めているところです。

廃棄物対策
課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

１６ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

○目標の設定

目標が「県内処理１００％を目指
す」となっており、その点につい
ては具体的で望ましいと思う。

○ア１７年度に対応
します

「廃棄物県内処理１００％」につき
ましては、他県に迷惑を懸けない
ように、私たちのくらしや経済活
動から排出される廃棄物を自らの
問題として、できる限り自らの地
域で処理していくという、県民、
事業者、市町村と県が、ともに目
指すべき方向性を指し示す基本的
な理念として、神奈川県廃棄物処
理計画の基本目標に設定しており
ます。
この基本目標や排出量等の数値
目標の達成に向けて、県民、事業
者、市町村と連携を図りながら、
引き続き、発生抑制、資源化等の
施策・事業に取り組んでまいりま
す。

廃棄物対策
課

１７ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

○コンポストの推進

達成シナリオのうち、「廃棄物の
リサイクルの推進」項目の中で、
「分別収集の進行管理」を進めると
あるが、特に各家庭での生ゴミの
コンポスト化を推進して欲しい。

○ア１７年度に対応
します

県内の全市町村が、生ごみ処理
機等に対する助成制度を設けてお
り、平成１６年度末現在で、累計で
約１７万６千基（世帯数の約５％相
当）が助成されるなど、家庭での
排出量の削減に向けた取組がなさ
れています。

廃棄物対策
課

１８ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

○廃棄物交換システムのデータと

リサイクル率

項目の中で「廃棄物交換システ
ム」の取引件数と取引量があった
が、この値の増加率と県全体での
リサイクル率を共にウォッチして
いくと良いと思う。

○ア１７年度に対応
します

廃棄物交換システムのデータの
増減については、毎年度の実績を
かながわの環境白書に掲載してお
ります。
また、県全体の廃棄物のリサイ

クル率については、毎年度の状況
を把握し公表してまいります。

廃棄物対策
課

１９ 重点的課題・
プロジェクト

「４廃棄物の
発生抑制・
リサイクル
と適正処理
の推進」

○県、市町村、市民との連携

一人あたりのごみ排出量が少し
ずつではあるが減少しているのは
結構なことだと思う。横浜市の G
３０の取組など県は市町村、市民と
連携して、今後も排出量を減らす
よう取り組んで欲しい。

○ア１７年度に対応
します

一般廃棄物の排出量は、近年若
干減少傾向にありますが、依然と
して高水準で推移しています。県
では循環型社会づくりに向けた取
組を一層強めていくという基本的
な考えのもとで、平成１７年３月に
神奈川県廃棄物処理計画を改訂し
ました。今後、改訂した処理計画
に基づき、県民、事業者、市町村
などと連携・協力しながら廃棄物
の発生抑制、資源化、適正処理の
一層の推進を図ってまいります。

廃棄物対策
課

２０ 重点的課題・
プロジェクト

「６ダイオキ
シン緊急対
策の推進」

○ダイオキシン緊急対策の推進

調査の結果、全地点で環境基準
値以下であるという評価について
は安心した。健康被害という意味
では、最近「有害廃棄物の未処理
問題」がクローズアップされてい
るが、マスコミが騒いだから調査
を始めるのではなく将来的なリス
クを回避するため今から身の回り
の環境を専門家の目で見直す必要
があると思う。

○ア１７年度に対応
します

ダイオキシン類の環境基準は達
成しておりますが、今後とも調査、
監視及び発生源対策を継続的に進
めてまいります。
ダイオキシン対策等で休廃止し、

解体されずに残っている焼却施設
の解体・撤去や、処理が困難なた
め長期にわたり保管が続いている
PCB 廃棄物の適正処理などについ
て計画的な処理の推進を図ってま
いります。

大気水質課
廃棄物対策
課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

２１ 重点的課題・
プロジェクト

「９海の環境
保全の総合
的推進」

○海の環境保全対策

東京湾、相模湾に面した本県に
おいて、「海」は重要な自然環境で
あり、「海の環境保全の総合的推進」
を重点的課題・プロジェクトとし
てとりあげているのは評価できる
が、内容については、情報提供や
対策の検討・実施のみとなってお
り、具体的な対策が見られない。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定いたしまし
た環境基本計画では、プロジェク
トとして「相模湾の保全と再生」
を設定しており、「浜辺のみどりの
保全」、養浜や侵食防止施設の設置
などの「自然にやさしい海岸づく
りの推進」の他、下水道の整備な
どの「生活排水対策の推進」に取
り組みます。

環境計画課

２２ 重点的課題・
プロジェクト

「１１環 境 共
生モデル都
市圏の形成」

○環境共生都市

環境共生都市、ツインシティー
はいらない。地元平塚で全く話題
にされていない。見通しの無い事
業計画に税金を投入するのは無駄
であるし、必要性が無い。

○エ対応が困難
です

ツインシティについては、環境
と共生する都市づくりのモデルと
して重要であることから、地元の
一層のご理解とご協力をいただき
ながら、平塚市及び寒川町と連携
して事業の推進を図ってまいります。

県土整備
総務課

２３ 重点的課題・
プロジェクト

「１４地 球 温
暖化防止対
策の総合的
推進」

○地球温暖化防止対策の推進

地球温暖化対策は、産業・行政・
運輸等各部門の施策、取組が求め
られるがなんと言ってもカギは産
業部門の抜本的削減が図られなけ
れば、目標の達成は難しい。自主
的努力に任せないで、条例等によ
る一層の規制強化が必要と考える。

○ウ今後検討し
ていきます

CO２排出量の削減については、
県民、企業、行政から構成される
「かながわ地球環境保全推進会議」
が採択した「新アジェンダ２１かな
がわ」において削減の数値目標を
設定し、主体ごとに主な取組項目
を提示しており、各主体が取組を
行っているところです。現在、こ
の数値目標の見直し作業を行って
おり、各主体の意識を高め、自主
的取組を促進することを基本とし
て、各主体間の連携を強化するこ
と等を盛り込み、県民意見募集を
行った上で、最終案をまとめ、今
年度中に改訂を行う予定です。条
例等による一層の規制強化も含め、
実効性の確保については、今後検
討してまいります。

環境計画課

２４ 重点的課題・
プロジェクト

「１５環 境 分
野における
国際協力の
推進」

○IGES（地球環境戦略研究機関）

IGES（地球環境戦略研究機関）
への県費の支出は違法である。県
民になんらメリットは無い。

○エ対応が困難
です

神奈川県は、環境省（当時環境
庁）が設立を検討していた IGES
の設立趣旨、研究内容などを勘案
し、①環境基本条例に基づいて行
う地方自治体からの地球環境保全
等に関する国際協力の推進として
ふさわしいこと、②地域の環境政
策づくりに役に立つこと、③ IGES
の研究成果が県内の研究活動等の
実践活動に役立つこと、④優れた
研究者が集まることで県内の大学
や研究機関によい影響を与えるこ
と、などから、IGES を誘致し、
支援を行うこととしたものです。
こうした考え方に基づいて、誘

致した地方自治体として、専用研
究施設の無償貸付や地元への還元
に関係する事業及び県の環境政策
と関わりのある事業を中心とした
事業費を補助するなどの支援をし
ております。

環境計画課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

２５ 構成事業 全般 ○構成事業数

構成事業が７３５事業掲載されてい
るが、重複しているものが多数あ
り、実際の事業数は５２０～５３０程度
であると思われる。むりやり数を
膨らましているような印象がある。

○ア１７年度に対応
します

構成事業につきましては、事業の
目的や期待される効果等から判断し
た場合、重複せざるを得ない場合が
ありますが、これまでの環境基本計
画が多数の事業を重複掲載すること
でわかりにくい状況にあったことか
ら、平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、重複しているものを
最小限にしております。

環境計画課

２６ その他 環境基本計
画進捗状況
点検調書に
ついて

進捗状況点検調書を見ても内容
がわかりづらい。これでは、募集
しても意見が出ないのではないか。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１７年１０月に改定いたしました
環境基本計画を踏まえ、進捗状況点
検調書の様式を変更する際、県民の
皆様にも簡潔でわかりやすい形に見
直してまいります。

環境計画課

２７ その他 環境基本計
画進捗状況
点検調書に
ついて

達成状況の評価方法が「○」と
なっているのは、やや主観的で具
体性に欠けると思える。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１７年１０月に環境基本計画が改
定されたことに伴い、進捗状況点検
調書の様式を変更することとしてお
ります。改定後の環境基本計画では、
原則として年度別数値目標を設定し
ておりますので、達成状況の評価に
ついても目標値に対する実績を提示
する予定です。

環境計画課

２８ その他 環境基本計
画進捗状況
点検調書に
ついて

調書がわかりにくい。せめて、
調書に取り組んだ成果の写真や
ホームページで関連する内容等に
リンクできるようにするなど、わ
かりやすく理解できるよう工夫し
て欲しい。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１７年１０月に環境基本計画が改
定されたことに伴い、進捗状況点検
調書の様式を変更する際県民にわか
りやすいよう見直しを行うこととし
ておりますので、関連のホームペー
ジへのリンクなども含めて検討して
まいります。

環境計画課

２９ その他 環境基本計
画について

県民意見募集について、このよ
うな十把一絡げのやり方をするの
ではなく、ジャンルごとに公開で
意見公募をするべきである。質疑
によって論点が明確になり、発展
的な方向に進む。そのあとに、個
別意見を募集するとよい。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１８年度以降は、郵送、ファク
ス、メールでの県民意見の募集の他、
県民集会を開催し、県民の皆様から
直接意見を伺うことを予定しており
ます。

環境計画課

３０ その他 環境基本計
画について

事業の組み立てが出来ていない。
現場情報の把握、市町村，NGO 等
と関係性が出来ていない。県に求
められているのは、広域、調整、
補完であり、広域行政組織として
何をなすべきかの検討、地域や
NGO との協議を重ね、もっと本当
に求められている廃棄物施設の周
辺住民の疫学調査とか、温暖化問
題では社会政策、都市計画との統
合などの研究を進めるべきではな
いか。

○イ１８年度に対応
する予定です

平成１７年１０月に改定された環境基
本計画では、政策展開に当たっての
基本的な視点として、「地方分権を
踏まえた対応」を位置付け、身近な
環境問題については市町村が対応す
ることを基本とし、県は市町村がそ
の役割を十分果たせるよう必要な支
援や市町村間の調整、市町村域を越
えた全県レベルでの枠組みづくりな
どを行うとともに広域的な対応を行
うことにしております。また、調査
研究については、プロジェクトに
「環境を保全、創造する調査・研究
の推進」を設定しており、毎年度の
進捗状況点検結果を踏まえて行う事
業計画見直しの中で、必要に応じて
構成事業の見直しを行う仕組みに
なっております。

環境計画課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

３１ その他 環境基本計
画について

生物の多様性への取組が出来てい
ない。調査研究、現状把握、地域
や NGO との協働など、課題が山
積みである。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、「生物多様性に配慮
した自然環境の保全・再生と活用」
を施策の方向として位置付け、プ
ロジェクト「特定外来生物（アラ
イグマ、オオクチバス、コクチバ
ス等）対策の検討・推進」におい
て、アライグマなどの外来生物対
策を進めるとともに、プロジェク
ト「環境を保全、創造する調査・
研究の推進」において、希少種の
住み場の復元を含めた水域環境の
保全に関する調査研究や丹沢山地
における希少植物の保全手法につ
いての研究、レッドデータ生物リ
ストの更新を行います。

環境計画課

３２ その他 環境基本計
画について

アジェンダ２１、POPs 条約、予防
原則などが踏まえられていない。
特に廃棄物問題では、汚染者負担
の原則（PPP）、拡大生産者責任
（EPR）は重要で、神奈川県の配布
資料の記述は誤記であり、恣意的
な情報操作でありやめるべきであ
る。

○ア１７年度に対応
します

本県では、「アジェンダ２１」で策
定が求められているローカルア
ジェンダとして、「新アジェンダ２１
かながわ」が県民、企業、NPO、
行政の参加と協働により策定され
ておりますが、平成１７年１０月に改
定された環境基本計画では、「新ア
ジェンダ２１かながわ」の示す「ビ
ジョン（将来像）」を展望しながら、
「行動のメニュー」を踏まえ、県と
して取り組むべき施策を優先度な
どを勘案しながら提示しております。
POPs 条約については、我が国
では、POPs の製造・使用を既に
法律で原則禁止しており、国が国
内実施計画を策定しております。
なお、POPs の中の非意図的に生
成されるダイオキシン類について
は県でも環境監視をしています。
また、神奈川県生活環境の保全

等に関する条例第４０条の２の安全
性影響度の中で、事業者が取扱う
化学物質の環境影響を評価、改善
指導を行うことにより、予防原則
の考え方を取り入れています。
廃棄物問題につきましては、平

成１７年３月に改訂した神奈川県廃
棄物処理計画に基づき、第一に廃
棄物の発生抑制、第二に循環的利
用の推進、最後にどうしても排出
される廃棄物についての適正処理
の推進にそれぞれ取り組んでいる
ところです。
また、製品の生産から流通、廃
棄までのライフサイクル全体を通
して環境への負荷が低減されるよ
う、生産者に対し、設計段階から
耐久性があり、リサイクルしやす
い製品づくりなどの働きかけを
行ってまいります。

環境計画課
大気水質課
廃棄物対策
課
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No 項目名 該当事業等 点検結果の内容 対応区分 対応（予定）の具体的内容/対応できない理由等 回答所属

３３ その他 環境基本計
画について

市民活動支援がない。県は自分
の都合のよいグループを重宝にし、
さも市民活動団体との協働といっ
てやっている。もっと客観性、公
平性を考えたやり方をするべきで
ある。

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、プロジェクトに
「パートナーシップの取組の推進」
を設定し、ボランタリー活動の支
援や NPO 等との協働事業を行う
「ボランタリー活動の推進」、「パー
トナーシップによる地球環境保全
の推進」、「流域環境保全活動の推
進」を展開してまいります。

環境計画課

３４ その他 環境基本計
画について

調書をみると、かながわの環境
は改善されているという印象だっ
た。しかし、環境が改善されたと
いう実感がないのはなぜか。PR
不足？

○ア１７年度に対応
します

平成１７年１０月に改定された環境
基本計画では、計画の進捗状況や
神奈川の環境の状態を表す指標を、
毎年わかりやすい形でとりまとめ、
公表していく等県民の皆様へ情報
提供を行ってまいります。特に指
標については、これまでの行政デー
タに基づくものに加え、県民の皆
様が環境の状況を実感できる指標
を県民参加で開発することとして
おります。

環境計画課

３５ その他 環境基本計
画について

アスベストに対しての県の取組体
制はどうなっているのか。

○オ疑問点につ
いて回答し
ます

アスベスト問題に対する総合的
な対策を推進し、県民の不安感の
低減を図るため、全庁的な組織で
ある「神奈川県アスベスト対策会
議」を設置し、総合的な取組を進
めています。
この会議には、環境対策部会、健
康対策部会及び施設管理部会の３
つの部会が置かれ、各部会を中心
に県としての施策事業を実施して
おります。

大気水質課

３６ その他 環境基本計
画について

目標設定項目と重点的課題・プロ
ジェクトで内容が重なるものはど
ちらかにまとめた方がよい。

○ア１７年度に対応
します

施策事業については、これまで
「目標設定項目」として４４本、「重
点的課題・プロジェクト」として
１８本の事業を位置付けていました
が、平成１７年１０月に改定された環
境基本計画では、重点的に取り組
むべき施策・事業を２１の「プロジェ
クト」に整理しています。

環境計画課
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